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規 則 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則（第 4号） 

 1  改正内容 

(1) 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）等の一部改正に伴い、規 

定の整備を行います。（第36条関係） 

(2) その他規定の整理を行います。（第 3号様式、第 7号様式及び第 8号 

 様式の 2関係） 

 2  施行期日 

   公布の日から施行します。 
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 名古屋市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成26年 2 月17日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第 4 号 

 

   名古屋市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市建築基準法等施行細則（平成12年名古屋市規則第85号）の一部を次 

のように改正する。 

第35条の次に次の 1 条を加える。 

（都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書 

の添付図書） 

第36条 都市再生特別措置法施行規則（平成14年国土交通省令第66号）第 1 条 

の18第 1 項の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添えなけ 

ればならない。 

(1) 規則第 1 条の 3 第 1 項の表 1 （い）項に掲げる図書のうち付近見取図、配 

  置図、各階平面図及び（ろ）項に掲げる図書 

(2) 規則第 1 条の 3 第 1 項の表 2 （30）項（ろ）欄に掲げる図書のうち日影図  

(3) 申請者の認定を必要とする理由の陳述書 

 2  前項に定めるもののほか、特定行政庁は、必要があると認めるときは、認 
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定事項の審査について参考となる資料の提出を求めることができる。 

別記第 3 号様式備考を削る。 

別記第 7 号様式表面中「勾配」を「勾配」に改め、同様式裏面注 7 の項中 

「勾配」を「勾配」に、「社団法人立体駐車場工業会」を「公益社団法人立体 

駐車場工業会」に改める。 

別記第 8 号様式の 2 を次のように改める。 

 

こう 

こう 
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建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 調 書 

１ 面 
建築物の概要  

1 名  称  3 主要用途  

2 所 在 地  4 工事種別  

 

建築物移動等円滑化基準項目表 

建築物特定施設 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 措置の状況 

1 廊下等 

 (1) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 有 ・ 無 
 (2) 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等の敷設 

  （平成 18年国土交通省告示第1497 号第 1に掲げる場合を除く。） 
有 ・ 無 

2 階段 

 (1) 手すりの設置（踊場を除く。） 有 ・ 無 

 (2) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 有 ・ 無 

 (3) 段を容易に識別できるものとすることについての配慮 有 ・ 無 

 (4) つまずきにくい構造とすることについての配慮 有 ・ 無 
 (5) 段部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設 

  （平成 18年国土交通省告示第1497 号第 2に掲げる場合を除く。） 
有 ・ 無 

 (6) 主たる階段を回り階段としないことについての配慮（空間の確保が困難な場合を除く。） 有 ・ 無 

3 傾斜路 

 (1) 手すりの設置（勾配 1/12 以下で高さ 16cm 以下の傾斜部分を除く。） 有 ・ 無 

 (2) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 有 ・ 無 

 (3) 前後の廊下等と容易に識別できるものとすることについての配慮 有 ・ 無 

 (4) 傾斜部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設 

  （平成 18年国土交通省告示第1497 号第 3に掲げる場合を除く。） 
有 ・ 無 

4 便所 

 (1) 車椅子使用者用便房の設置（1以上） 有 ・ 無 

  ア 腰掛便座、手すり等の適切な配置についての配慮 有 ・ 無 

  イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保することに 

ついての配慮 
有 ・ 無 

 (2) オストメイト対応の水洗器具の設置（1以上） 有 ・ 無 

 (3) 床置式の小便器、受け口の高さが 35cm 以下の壁掛式の小便器等の設置（1以上） 有 ・ 無 

 5 ホテル又は 

旅館の客室 

 (1) 車椅子使用者用客室の設置（客室の総数が 50以上の場合 1以上） 有 ・ 無 

 (2) (1)に設置する便所内に車椅子使用者用便房の設置 

（当該客室のある階に車椅子使用者用便房を設置した共用便所がある場合を除く。） 
有 ・ 無 

  ア 出入口の幅：80cm 以上 幅（   cm） 

  イ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 有 ・ 無 

  ウ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 有 ・ 無 

 (3) (1)に車椅子使用者用浴室等の設置 

（当該客室のある建築物に共用の車椅子使用者用浴室等がある場合を除く。） 
有 ・ 無 

  ア 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置についての配慮 有 ・ 無 

  イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保することに 

    ついての配慮 
有 ・ 無 

  ウ 出入口の幅：80cm 以上 幅（   cm） 

  エ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 有 ・ 無 

  オ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 有 ・ 無 

6 敷地内の通路 

 (1) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 有 ・ 無 

 (2) 段がある 

 部  分 

 ア 手すりの設置 有 ・ 無  

 イ 段を容易に識別できるようにすることについての配慮 有 ・ 無 

 ウ つまずきにくい構造とすることについての配慮 有 ・ 無  

 (3) 傾斜路が 

ある部分 

 ア 手すりの設置 

  （勾配1/12以下で高さ16cm以下又は勾配1/20以下の傾斜部分を除く。）
有 ・ 無 

 イ 前後の通路と容易に識別できるものとすることについての配慮 有 ・ 無 
備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。 
 

第 8 号様式の 2 
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２ 面

建築物特定施設 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 措置の状況 

7 駐車場 

(1) 車椅子使用者用駐車施設の設置（1以上） 有 ・ 無 

  ア 幅：350cm 以上 幅（   cm） 

  イ 利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることについての配慮 有 ・ 無 

8 移 動 等 

円滑化経路 

 ア 階段又は段を設けないことについての配慮 

（傾斜路又はエレベーター等を併設する場合は除く。） 
有 ・ 無 

 

(1) 出入口 

 ア 幅：80cm 以上 幅（   cm） 

 イ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 有 ・ 無 

 ウ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 有 ・ 無 

(2) 廊下等 

 ア 幅：120cm 以上 幅（   cm） 

 イ 50m 以内ごとに車椅子が転回可能な場所の設置 有 ・ 無 

 ウ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 有 ・ 無 

  エ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 有 ・ 無 

 

(3) 傾斜路 

 ア 幅：120cm 以上（階段に併設する場合は 90cm 以上） 幅（   cm） 

 イ 勾配：1/12 以下（高さ 16cm 以下の場合は勾配 1/8 以下） 勾配（   ） 

 ウ 高さ 75cm 以内ごとに踏幅 150cm 以上の踊場の設置 有 ・ 無 

 (4) エレベー 

ター 

 ア 籠の停止階（利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に 

ついての配慮 
有 ・ 無 

 イ 籠及び昇降路の出入口の幅：80cm 以上 幅（   cm） 

 ウ 籠の奥行き：135cm 以上 奥行き（   cm）

 エ 乗降ロビーの幅：150cm 以上 幅（   cm） 

 オ 乗降ロビーの奥行き：150cm 以上 奥行き（   cm）

 カ 乗降ロビーに高低差を設けないことについての配慮 有 ・ 無 

 キ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい制御装置の設置 有 ・ 無 

 ク 籠内に、停止予定階・現在位置を表示する装置の設置 有 ・ 無  

 ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置 有 ・ 無 

 コ 不特定多数の者が利

   用する建築物に設け

   る場合 

 (ア) 籠の幅：140cm 以上 幅（   cm） 

 (イ) 車椅子の転回に支障がない構造とすることについての配

    慮 
有 ・ 無 

 サ 不特定多数の者又は

  主に視覚障害者が利

  用する建築物（自動

 車車庫を除く。）に 

設ける場合 

 (ア) 籠内に、到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 有 ・ 無 

 (イ) 籠内及び乗降ロビーに、視覚障害者が操作しやすい制御

    装置の設置 
有 ・ 無 

 (ウ) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせ

    る音声装置の設置 
有 ・ 無 

 

  (5) 特殊な構 

造又は使 

用形態の 

昇降機 

 ア エレベータ

   ーの場合 

 (ア) 平成 12年建設省告示第 1413 号第 1第 9号に掲げる構造に該当 有 ・ 無 

 (イ) 籠の幅：70cm 以上 幅（   cm） 

 (ウ) 籠の奥行き：120cm 以上 奥行き（   cm）

 (エ) 十分な籠の幅及び奥行きを確保することについての配慮 

（車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合に限る。） 
有 ・ 無 

 イ エスカレー

  ターの場合
 (ア) 平成 12年建設省告示第 1417 号第 1ただし書に掲げる構造に該当 有 ・ 無 

 (6) 敷地内の 

通  路 

 ア 幅：120cm 以上 幅（   cm） 

 イ 50ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所の設置 有 ・ 無 

 ウ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 有 ・ 無 

 エ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 有 ・ 無 

 オ 傾斜路の 

   部  分 

 (ア) 幅：120cm 以上（段に併設する場合は 90cm 以上） 幅（   cm） 

 (イ) 勾配：1/12 以下（高さ 16cm 以下の場合は勾配 1/8 以下） 勾配（   ） 

 (ウ) 高さ 75cm 以内ごとに踏幅150cm 以上の踊場の設置 

   （勾配 1/20 以下の場合を除く。） 
有 ・ 無 
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３ 面

建築物特定施設 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 措置の状況 

 (1) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所又は駐車施設の付近に設置 有 ・ 無 

9 標識  (2) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設置 有 ・ 無 

 (3) 内容が容易に識別できるものとすることについての配慮 有 ・ 無 

10 案内設備 

(1) エレベーター等、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備の設置 

  （案内所を設ける場合を除く。） 
有 ・ 無 

 (2) エレベーター等又は便所の配置を視覚障害者に示す設備の設置 

  （案内所を設ける場合を除く。） 
有 ・ 無 

 11 視覚障害者移動 

   等円滑化経路 

 (1) 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置 

  （風除室で直進する場合及び平成 18年国土交通省告示第 1497 号第 4に掲げる場合を除

く。） 

有 ・ 無 

 (2) 車路に接する部分に点状ブロック等の敷設 有 ・ 無 

 (3) 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等の敷設 

  （平成 18年国土交通省告示第1497 号第 5に掲げる場合を除く。） 
有 ・ 無 

注 1 措置の状況欄は該当するものに○を付けるとともに、数値を記入してください。 

  2 この調書には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号）第 14条第 1項に規

定する建築物移動等円滑化基準に適合させるための措置並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成 18年政令第 379 号）第 18条第 1項に規定する移動等円滑化経路及び同令第 21条第 1項に規定する視覚障害

者移動等円滑化経路の位置を明示した図書を添えてください。ただし、これらの図書に明示すべき事項を規則第 1条の 3

の規定に基づき添えた図書に明示した場合においては、当該図書を添える必要はありません。 
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   附 則 

 （施行期日） 

 1  この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 2  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市建築基準法等施 

行細則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書 

等は、それぞれこの規則による改正後の名古屋市建築基準法等施行細則（以 

下「新規則」という。）の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

 3  この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、

新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 
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名古屋市告示第62号 

 

   指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第70条第 1項及び第 115条の 2第 1項

の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者とし

て、次のとおり指定しました。 

 

  平成26年 2月18日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月

日 

サービスの種類 

株式会社Ｈｕ

ｍａｎ ｔｏ

ｕｃｈ 

ヘルパー事業

所こころ 

名古屋市中村区

畑江通 9丁目17

番地の 1 

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社ベネ

ッセスタイル

ケア 

ボンセジュー

ル瑞穂運動場

東ケアステー

ション 

名古屋市瑞穂区

下山町 2丁目63

番地 

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社はな

みずき 

ヘルパーステ

ーションはな

みずき 

名古屋市中川区

荒江町16番13号

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社フォ

ーリーフ 

ふたつ葉ヘル

パーステーシ

ョン 

名古屋市守山区

喜多山二丁目28

番17号 

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

有限会社雄生 訪問介護事業

所ほがらか 

名古屋市緑区白

土 304番地 

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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株式会社グッ

ドケアソリュ

ーション 

ケアステーシ

ョンあかり 

名古屋市緑区有

松三丁山 609番

地 

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社フィ

ット 

あいおい介護

サービス 

名古屋市天白区

境根町 168番地

平成26年

2月 1日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社Ｈｕ

ｍａｎ ｔｏ

ｕｃｈ 

訪問看護ステ

ーションここ

ろ 

名古屋市中村区

畑江通 9丁目17

番地の 1 

平成26年

2月 1日

訪問看護 

介護予防訪問看護

株式会社コス

モス 

訪問看護ステ

ーション空 

名古屋市瑞穂区

竹田町 4丁目10

番地の 2 

平成26年

2月 1日

訪問看護 

介護予防訪問看護

株式会社トッ

プウェル 

訪問看護ステ

ーショントッ

プウェル 

名古屋市緑区諸

の木一丁目 808

番地 

平成26年

2月 1日

訪問看護 

介護予防訪問看護

大東自動車株

式会社 

レッツ倶楽部

名古屋中央 

名古屋市昭和区

安田通 3丁目 1

番地の 2 

平成26年

2月 1日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社やま

ねメディカル

デイサービス

センターなご

やか大将ケ根

名古屋市緑区大

将ケ根二丁目 

104番地 

平成26年

2月 1日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社クニ

カ 

デイサービス

こんぺいとう

名古屋市名東区

香南一丁目 405

番地 

平成26年

2月 1日

通所介護 

介護予防通所介護

ワンダフルラ

イフ株式会社

デイサービス

センター福祿

寿池場 

名古屋市天白区

池場二丁目3103

番地 

平成26年

2月 1日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社さわ

やか倶楽部 

さわやかなん

よう館 

名古屋市港区東

蟹田1921番地 

平成26年

2月 1日

短期入所生活介護

介護予防短期入所

生活介護 

株式会社さわ さわやかなん 名古屋市港区東 平成26年 特定施設入居者生
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やか倶楽部 よう館 蟹田1921番地 2月 1日 活介護 

介護予防特定施設

入居者生活介護 

タイホウコー

ポレーション

株式会社 

ダスキンヘル

スレント檀渓

ステーション

名古屋市昭和区

檀渓通 1丁目23

番地 

平成26年

2月 1日

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉

用具販売 

  

2 指定居宅サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月

日 

サービスの種類 

有限会社猫嫁

在宅福祉総合

サポートセン

ターひだまり

訪問看護ステ

ーションひだ

まり 

名古屋市千種区

千種二丁目24番

2号 

平成26年

2月 1日

訪問看護 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第63号 

 

   指定居宅介護支援事業者の指定 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第79条第 1項の規定により、指定居宅

介護支援事業者として、次のとおり指定しました。 

 

  平成26年 2月18日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類

株式会社心樹 居宅介護支援事

業所こころ 

名古屋市瑞穂区

瑞穂通 1丁目37

番地の 1 

平成26年 

2月 1日 

居宅介護支援 

合同会社大日 ケアプランまつ

お 

名古屋市中川区

尾頭橋三丁目 1

番18号 

平成26年 

2月 1日 

居宅介護支援 

元気創健株式

会社 

ケアプラン元気

村 

名古屋市緑区緑

花台1946番地 

平成26年 

2月 1日 

居宅介護支援 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第64号 

 

   指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー 

   ビス事業者の廃止 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第78条の 5第 2項及び第 115条の15第 

 2項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービス事業者から事業所を廃止する旨の届出がありました。 

 

平成26年 2月18日 

                名古屋市長  河  村  た か し 

 

介護保険事業所番号 2390800130 

事業所 名称 瑞穂ケアセンターあお空 

所在地 名古屋市瑞穂区大喜新町 4丁目36番地 

事業者 申請者 敬愛有限会社 

所在地 名古屋市瑞穂区大喜新町 4丁目36番地 

代表者氏名 代表取締役 有我美知子 

代表者住所 愛知県豊田市桝塚東町中郷51番地の 2 

廃止年月日 平成25年12月31日 

サービスの種類 認知症対応型通所介護 

 介護予防認知症対応型通所介護 

 

介護保険事業所番号 2390800064 

事業所 名称 瑞穂ケアセンターあお空 

所在地 名古屋市瑞穂区大喜新町 4丁目36番地 

事業者 申請者 敬愛有限会社 

所在地 名古屋市瑞穂区大喜新町 4丁目36番地 

代表者氏名 代表取締役 有我美知子 

代表者住所 愛知県豊田市桝塚東町中郷51番地の 2 
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廃止年月日 平成25年12月31日 

サービスの種類 認知症対応型通所介護 

 介護予防認知症対応型通所介護 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第65号 

 

   指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第75条第 2項及び第 115条の 5第 2項

の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者から

事業所を廃止する旨の届出がありました。 

 

  平成26年 2月18日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理

年月日 

サービスの種類 

有限会社華元 ヘルパーステ

ーションはな

ちゃん 

名古屋市北区如

意四丁目 1番地

平成25年

12月12日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社メッ

セージ 

メッセージケ

アサービス瑞

穂公園 

名古屋市瑞穂区

弥富通 4丁目58

番地 

平成25年

12月16日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社メッ

セージ 

メッセージケ

アサービス白

鳥南 

名古屋市熱田区

六番三丁目15番

22号 

平成25年

12月16日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社Ｌｉ

ｎｋ 

ヘルパーステ

ーション幸の

芽 

名古屋市中川区

松ノ木町 1丁目

59番地の 2 

平成25年

12月19日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社Ｈｕ

ｍａｎ ｔｏ

ｕｃｈ 

南区ヘルパー

事業所こころ

名古屋市南区前

浜通 3丁目23番

地 

平成25年

12月24日

訪問介護 

介護予防訪問介護
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医療法人悠山

会 

ファミリア訪

問介護ステー

ション 

名古屋市天白区

植田一丁目2116

番地 

平成26年

1月15日

訪問介護 

介護予防訪問介護

株式会社東海

ケアサービス

東海ケアサー

ビス訪問介護

事業所 

名古屋市緑区鳴

子町 2丁目 182

番地 

平成26年

1月28日

訪問介護 

介護予防訪問介護

Ｇ・トランス

ポート・ケア

株式会社 

Ｇ・トランス

ポート・ケア

訪問介護事業

所 

名古屋市南区元

柴田東町 3丁目

13番地 

平成26年

1月30日

訪問介護 

介護予防訪問介護

アースサポー

ト株式会社 

アースサポー

ト名古屋中川

名古屋市中川区

五女子町 3丁目

43番地 

平成26年

1月 6日

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴

介護 

株式会社Ｈｕ

ｍａｎ ｔｏ

ｕｃｈ 

南区訪問看護

ステーション

こころ 

名古屋市南区前

浜通 3丁目23番

地 

平成25年

12月24日

訪問看護 

介護予防訪問看護

株式会社ケア

ネット・ジャ

パン 

デイサービス

センター楓音

名古屋市中川区

高畑三丁目 213

番地 

平成25年

12月27日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社スギ

コライフケア

ヒューマンラ

イフケア星崎

名古屋市南区南

野一丁目 105番

地 

平成26年

1月27日

通所介護 

介護予防通所介護

有限会社ちと

せケアハート

デイサービス

センターさわ

やか 

名古屋市熱田区

南一番町 7番 1

号 

平成26年

1月30日

通所介護 

介護予防通所介護

株式会社メッ

ドインフォマ

ティクス 

アープレンタ

ルサービス 

名古屋市中村区

熊野町 3丁目 7

番地 

平成25年

12月25日

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉
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    用具販売 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第66号 

 

   指定居宅介護支援事業者の廃止 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第82条第 2項の規定により、指定居宅

介護支援事業者から事業所を廃止する旨の届出がありました。 

 

  平成26年 2月18日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理

年月日 

サービスの種類 

有限会社華元 はなちゃん 名古屋市北区如

意四丁目 1番地

平成25年

12月12日

居宅介護支援 

株式会社Ｈｕ

ｍａｎ ｔｏ

ｕｃｈ 

居宅介護支援

事業所こころ

名古屋市瑞穂区

瑞穂通 1丁目37

番地の 1 

平成25年

12月24日

居宅介護支援 

特定非営利活

動法人かくれ

んぼ 

第 2かくれん

ぼ居宅介護支

援事業所 

名古屋市北区金

城町 4丁目56番

地 

平成25年

12月27日

居宅介護支援 

株式会社Ｂｅ

ａｎｓ 

居宅介護支援

事業所けあび

ーんず「あお

い」 

名古屋市中川区

横井二丁目30番

地の 1 

平成25年

12月27日

居宅介護支援 

株式会社サカ

イ 

ケアプランセ

ンターあじさ

い 

名古屋市西区上

小田井二丁目 

292番地の 2 

平成26年

1月23日

居宅介護支援 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第67号 

 

   開発行為に関する工事の完了 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次

の開発行為に関する工事が完了しました。 

 

  平成26年 2月19日 

                    

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 許可年月日及び許可番号 

  平成25年11月18日 25指令住開指第 152号 

 

 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

名古屋市守山区小幡三丁目2001番及び2002番 

  

3 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

名古屋市守山区大谷町 1番37号 

    株式会社加古井建設 

   代表取締役 加古井哲彬 

 

 

                名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第68号 

 

   道路の位置の指定を受けた道路の一部廃止の指定 

 

 建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第 1項第 5号の規定により、道

路の位置の指定を受けた道路の一部廃止の指定をしました。         

 

  平成26年 2月19日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 1 指定道路の種類 

  建築基準法第42条第 1項第 5号の規定による指定に係る道路 

 

2 一部廃止年月日 

  平成26年 2月19日 

                                    

3 一部廃止の指定をした道路の指定年月日、指定番号、位置、延長及び幅員 

指定年月日 指定番号 位 置 延長 幅員 

平成17年12月13日 第 4号 名古屋市南区 

呼続五丁目 

65.15メ 

ートル 

4.00メー 

トル 

   76.13メ 

ートル 

5.00メー 

トル 

 

 

 

 

 

 

 

                名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査課 
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名古屋市告示第69号 

 

   たき火又は喫煙を禁止する区域及び期間について 

 

消防法（昭和23年法律第 186  号）第23条の規定により、たき火又は喫煙を禁

止する区域及びその期間を次のように定めます。 

 

平成26年 2 月21日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

1  たき火又は喫煙を禁止する区域 

別図に示す港区潮見町全域。ただし、たき火又は喫煙のための施設のある

場所を除く。 

 

2  たき火又は喫煙を禁止する期間 

平成26年 3 月 1 日から平成27年 2 月28日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     名古屋市消防局予防部指導課 
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凡 例

たき火又は喫煙を禁止する区域

別 図

港区潮見町全域

潮見橋

名古屋港内域

東名古屋港域

N

名港東大橋

名港中央大橋
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名古屋市告示第70号 

 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第 123号）第36条第 1項の規定により、指定障害福祉サービス事業者として、

次のとおり指定しました。 

 

  平成26年 2月21日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者（設置者）

の名称及び主たる

事務所の所在地 

事業所（施設）の

名称及び所在地 

サービス等の

種類 

事業所番号 指定年月

日 

株式会社はなみず

き 

名古屋市中川区荒

江町16番13号 

ヘルパーステーシ

ョンはなみずき 

名古屋市中川区荒

江町16番13号 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

2311301002 平成26年

2月 1日

粋商事株式会社 

名古屋市守山区苗

代一丁目13番35号

ぴゅあ 

名古屋市守山区苗

代一丁目13番35号 

就労継続支援

Ｂ型 

2317600878 平成26年

2月 1日

株式会社アイエム

ビジネス 

名古屋市守山区小

幡南二丁目18番12

号 

アイエムケアサー

ビス 

名古屋市守山区小

幡南二丁目18番12

号 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

2317601066 平成26年

2月 1日

有限会社雄生 

愛知県日進市赤池

町西組29番地 

訪問介護事業所ほ

がらか 

名古屋市緑区白土

居宅介護 

重度訪問介護

同行援護 

2318500929 平成26年

2月 1日
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 304番地    

株式会社フォーシ

ーズン 

名古屋市東区白壁

一丁目45番地 

四季の風訪問介護

事業所 

名古屋市緑区大高

町字一番割21番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

2318500937 平成26年

2月 1日

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 
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名古屋市告示第71号 

 

   指定特定相談支援事業者等の指定について 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第 123号）第51条の20第 1項及び児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第24

条の28第 1項の規定により、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援

事業者として、次のとおり指定しました。 

 

  平成26年 2月21日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者（設置者）

の名称及び主たる

事務所の所在地 

事業所（施設）の

名称及び所在地 

サービス等の

種類 

事業所番号 指定年月

日 

名古屋市 

名古屋市中区三の

丸三丁目 1番 1号

名古屋市西部地域

療育センター 

名古屋市中川区小

本一丁目20番48号 

特定相談支援 2331300117 平成26年

2月 1日障害児相談支

援 

2371300118

合資会社城木介護

センター 

名古屋市千種区城

木町 1丁目34番地

城木介護センター 

名古屋市昭和区川

名町 4丁目93番地

の 4 

特定相談支援 2336200122 平成26年

2月 1日障害児相談支

援 

2376200131

有限会社もみじ 

名古屋市緑区神の

倉四丁目 228番地

有限会社もみじ 

名古屋市緑区神の

倉四丁目 228番地

特定相談支援 2338500107 平成26年

2月 1日

社会福井法人飛翔

名古屋市天白区池

場二丁目1005番地

相談支援事業所て

ふてふ 

名古屋市天白区池

障害児相談支

援 

2376400095 平成26年

2月 1日
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 場二丁目1005番地    

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 
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名古屋市告示第72号 

 

   指定障害福祉サービス事業者の廃止について 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第 123号）第46条第 2項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から、

次のとおり廃止の届出がありました。 

 

  平成26年 2月21日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者（設置者）

の名称及び主たる

事務所の所在地 

事業所（施設）の

名称及び所在地 

サービス等の

種類 

事業所番号 廃止年月

日 

名古屋福祉センタ

ー株式会社 

名古屋市守山区大

字下志段味字長筬

197番地の 1 

訪問介護ひまわり

名古屋市守山区大

字下志段味字長筬 

197番地の 1 

同行援護 2317600290 平成26年

1月31日

株式会社はる 

名古屋市中川区上

流町 2丁目 6番地

はるケアサービス 

名古屋市中川区上

流町 2丁目 6番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

2311300848 平成26年

1月31日

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 
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名古屋市告示第73号 

 

   名古屋市農業センター駐車場の有料期間 

 

 名古屋市農業センター条例施行細則 (昭和40年名古屋市規則第33号) 第 4条

の規定により、名古屋市農業センターの駐車場を利用しようとする者が使用料

を納付しなければならない期間として市長が指定する期間は、次のとおりとし

ます。 

 

  平成26年 2月21日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 使用料を納付しなければならない期間 

 平成26年 2月25日から同年 3月23日まで 

 

                    名古屋市緑政土木局農業センター 

29



名古屋市告示第74号 

 

   名古屋市農業センター臨時開所 

 

 名古屋市農業センター条例施行細則 (昭和40年名古屋市規則第33号) 第 8条

第 3項の規定により、名古屋市農業センターの休所日を次のように臨時に開所

する日に変更します。 

 

  平成26年 2月21日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 臨時に開所する日 平成26年 3月 3日、同月10日及び同月17日 

 

                    名古屋市緑政土木局農業センター 
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名古屋市選挙管理委員会告示第 1 号 

 

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和26 年法律第88 号）第10 条第 1 項の規定に基

づき平成26 年 1 月 1 日現在により調製した名古屋市農業委員会委員選挙人名簿

を、次の要領で縦覧に供する。 

 

  平成26 年 2 月20 日 

 

名古屋市選挙管理委員会委員長 齋 藤   實 

 

1  縦覧場所 

  名古屋市千種区選挙管理委員会事務室（名古屋市千種区役所内） 

   名古屋市千種区覚王山通 8 丁目37 番地 

  名古屋市東区選挙管理委員会事務室（名古屋市東区役所内） 

   名古屋市東区筒井一丁目 7 番74 号 

  名古屋市北区選挙管理委員会事務室（名古屋市北区役所内） 

   名古屋市北区清水四丁目17 番 1 号 

  名古屋市西区選挙管理委員会事務室（名古屋市西区役所内） 

   名古屋市西区花の木二丁目18 番 1 号 

  名古屋市中村区選挙管理委員会事務室（名古屋市中村区役所内） 

   名古屋市中村区竹橋町36 番31 号 

  名古屋市中区選挙管理委員会事務室（名古屋市中区役所内） 

   名古屋市中区栄四丁目 1 番 8 号 

  名古屋市昭和区選挙管理委員会事務室（名古屋市昭和区役所内） 

   名古屋市昭和区阿由知通 3 丁目19 番地 

  名古屋市瑞穂区選挙管理委員会事務室（名古屋市瑞穂区役所内） 

   名古屋市瑞穂区瑞穂通 3 丁目32 番地 

  名古屋市熱田区選挙管理委員会事務室（名古屋市熱田区役所内） 
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   名古屋市熱田区神宮三丁目 1 番15 号 

  名古屋市中川区選挙管理委員会事務室（名古屋市中川区役所内） 

   名古屋市中川区高畑一丁目 223  番地 

  名古屋市港区選挙管理委員会事務室（名古屋市港区役所内） 

   名古屋市港区港明一丁目12 番20 号 

  名古屋市南区選挙管理委員会事務室（名古屋市南区役所内） 

   名古屋市南区前浜通 3 丁目10 番地 

  名古屋市守山区選挙管理委員会事務室（名古屋市守山区役所内） 

   名古屋市守山区小幡一丁目 3 番 1 号 

  名古屋市緑区選挙管理委員会事務室（名古屋市緑区役所内） 

   名古屋市緑区青山二丁目15 番地 

  名古屋市名東区選挙管理委員会事務室（名古屋市名東区役所内） 

   名古屋市名東区上社二丁目50 番地 

  名古屋市天白区選挙管理委員会事務室（名古屋市天白区役所内） 

   名古屋市天白区島田二丁目 201  番地 

 

 上記のとおり当該選挙人の住所地の区選挙管理委員会で縦覧するほか全区に

係るものについては、名古屋市選挙管理委員会事務室（名古屋市役所内）名古

屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号において縦覧に供する。 

 

2  縦覧日時 

  平成26 年 2 月23 日から平成26 年 3 月 9 日まで15日間 

  毎日午前 8 時30 分から午後 5 時まで 

 

 

名古屋市選挙管理委員会事務局
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平成26年監査公表第 3 号 

 

 地方自治法第 199  条第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、緑政土木局及び財政

局、第 5 項の規定に基づき、上下水道局、並びに第 7 項の規定に基づき、栄公

園振興株式会社、公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団、公益財団法

人名古屋市文化振興事業団、公益財団法人名古屋国際センター及び社団法人名

古屋市医師会の監査を実施したので、同条第 9 項及び第10項の規定により、監

査の結果に関する報告を公表します。 

 

  平成26年 2 月19日 

 

 名古屋市監査委員  中 田 ちづこ  

同         小 林 祥 子  

同         鈴 木 邦 尚  

同         橋 本 博 孔  
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監 査 種 別  定期監査（工事監査）及び行政監査 

 

監 査 対 象  緑政土木局 

         財政局契約部（緑政土木局関連事務に限る） 

 

監 査 期 間  平成２５年 ７月 ９日から 

平成２６年 １月２９日まで 

 

監 査 結 果 

 

第１ 監査の対象及び範囲 

今回の監査では、緑政土木局における平成23年4月1日から平成25年3月31

日までに完了及び平成25年3月31日時点で施行中の工事並びに調査・設計及び

保守管理委託を表１のとおり抽出した。 

監査に当たっては、工事の設計・積算・施工・検査及び委託業務などが適正に

執行されているかといった視点に加え、工事の目的にかなうよう設計・施工され

ているか、維持管理のための工事や業務が適切に実施されているか、工事監理が

適切に実施されているかに着眼して、書類審査及び現地調査を行った。 

表1 抽出状況 

区 分 

件 数 金 額 

監査対象

（件） 

抽出 

（件） 

抽出率

（％） 

監査対象 

（百万円）

抽出 

（百万円）

抽出率

（％）

工 事 3,539 127 3.6 54,478 9,228 16.9 

委 託 2,976 25 0.8 13,298 368 2.8 

 

第２ 監査結果の概要 

監査の結果、一部に注意、検討及び改善を要する事例が見受けられた。今後の

事務執行に当たっては、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じられ

たい。また、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 
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なお、当局が既に措置を講じたものについては、その内容を記載した。 

 

１ 指摘事項 

(1) 設計について 

必要な機能が確保された設計となるよう注意すべきものなど2項目 

(2) 積算について 

  異常値となる見積り価格の取扱いについて注意・検討すべきもの 

(3) 施工について 

  高欄を設置するためのボルトの施工に当たり改善・注意すべきものなど3項

目 

(4) 施設の維持管理について 

  点検結果に基づき設備を改善すべきもの 

(5) その他 

  市街地補正の基準について検討・注意すべきものなど2項目 

 

２ 実地検査 

 

３ 意  見 

安心・安全な都市基盤の確保について 

 

第３ 指 摘 事 項 

 

１ 設計について 

(1) 必要な機能が確保された設計となるよう注意すべきもの 

工事の設計に当たっては、安全性や必要な機能を確保するように行う必要が

ある。当局が行った設計について、必要な機能が確保されているか調査したと

ころ、以下のような事例が見受けられた。 

  ア 路床の支持力 

「市道錦通舗装道補修工事（東－１）及び掘削跡復旧工事（東－１）」では、

劣化した既設舗装を取壊し、セメントなどを土に混合することにより路床部
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の改良を行ったうえで、新たに舗装を行う設計としていた。この設計におい

て、施工場所の地下埋設物が比較的浅い位置にあり、舗装部の厚さが制限さ

れるため、フルデプス舗装（注）を採用していた。 

フルデプス舗装において、アスファルト層を十分締固めるためには路床の

支持力が重要である。このため、舗装設計便覧（公益社団法人日本道路協会

発行）では路床の支持力を表す数値である設計 CBR が 6％以上必要であると

し、それに満たない場合には、6％以上となるように路床の改良などを行うこ

ととされている。しかし、本件工事では設計 CBR が 4％となるように路床の

改良を行う設計としていた。このため、アスファルト層施工時の路床の支持

力が不足する設計となっていたことから、舗装の品質が確保されない恐れが

あった。 

    フルデプス舗装を採用するに当たっては、舗装設計便覧に基づき、必要な

品質を確保する設計となるよう注意されたい。 

（東土木事務所、道路維持課） 

（注）フルデプス舗装 

   路床上の全ての層をアスファルトにより構築した舗装。一般的な舗装の構成に比

べ、舗装部の厚さが薄くても同等の強度が得られるため、仕上がり高さが制限され

る箇所などに適用される。 

 

 

 

 

 

 

イ 災害用施設の液状化対策 

「川名公園築造工事（その２）」では、災害発生時に避難場所や支援活動の

拠点となる防災公園を整備することとし、そのなかで災害用仮設トイレとし

て、複数のマンホールを設置し、汚水管で接続する設計としていた。しかし、

災害発生時に使用するトイレであるにもかかわらず、地震発生時に想定され

る液状化によるマンホールなどの浮上被害を防止するための対策について考

フルデプス舗装の構成 一般的な舗装の構成 

アスファルト層 
アスファルト層

砕石路盤層

路床
路床

舗装部
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慮されていなかった。 

液状化によるマンホールなどの浮上防止策については、「下水道施設の耐震

対策指針と解説」（公益社団法人日本下水道協会発行）において具体的な方策

が示されている。災害用施設としてマンホールなどを設置する設計に当たっ

ては、当該指針を参考にするなど液状化対策を講じるよう注意されたい。 

（緑地整備課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 防臭ますの設置 

「亀島第一自転車駐車場始め６か所整備工事」では、自転車駐車場の整備

に当たり雨水を排水するために側溝とますを設置する設計としていた。合流

式下水道（注）の区域で、道路以外の場所にますを設置する場合には、雨水系

統の最下流のますは下水道からの臭気を防ぐために防臭ますとする必要があ

る。しかし、本件工事では1箇所の自転車駐車場において、当初設計では雨

水系統の最下流のますを防臭ますとしていたが、設計変更時に誤って通常の

雨水ますとして設計したため、防臭機能がなく、現地では下水道からの臭気

が発生していた。 

雨水ますの設計に当たっては、防臭機能を必要な箇所に確保するよう注意

されたい。                    （中村土木事務所） 

 

 

 

 

 

液状化によるマンホールの浮上被害の例 

防臭ますの例 現地のますの状況 

下流側 上
流
側
（
雨
水
系
統
） 

下
流
側
（
汚
水
系
統
） 

下
水
道
へ 
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（注）合流式下水道 

汚水及び雨水を同一の排水管により排水する方式の下水道。 

 

(2) 耐震診断を行うに当たり注意すべきもの 

「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」（国土交通省監修）

では、診断対象構造物から採取した複数の供試体の平均圧縮強度から、ばらつ

きを考慮するために標準偏差の二分の一を差し引いた値を求め、この値を当該

構造物の推定強度として耐震診断を行うこととしている。 

「防火水槽耐震化詳細設計業務委託」では、18箇所の防火水槽の耐震診断と

補強工事の設計を行っていた。そのなかで1箇所の防火水槽の耐震診断におい

て、本来は推定強度 19.2N/mm2（ニュートン毎平方ミリメートル）を採用すべ

きところ、平均圧縮強度23.6N/mm2を採用して耐震診断を行っていた。 

このため当該防火水槽の耐震診断は、本来採用すべき強度よりも高い強度を

基に行われており、その診断に基づく補強工事の設計は本来求められる耐震性

が確保された設計であるとは言いがたい。耐震診断を行うに当たっては、適切

な強度を採用するよう注意されたい。                     （道路建設課） 

 

２ 積算について 

異常値となる見積り価格の取扱いについて注意・検討すべきもの    

当局の土木工事標準積算基準書（以下「積算基準」という。）及び通知文では、

工事費の積算に当たり、見積りにより単価を決定する場合には、異常値（注）を

除いた有効な3社以上の見積り価格を比較し、最低価格を採用することと定め

られている。 

「準用河川東小川改修に伴う東小川排水機場電気設備新設工事」の積算にお

いて、非常用発電装置の見積りを7社から徴取していた。その見積り価格の採用

に当たり、最低価格が平均価格に対して-90.4％の差異があったにもかかわら

ず、異常値として排除を行わずにその価格を採用していたため、積算額約3,100

万円が過小となっていた。 

見積り単価の採用に当たっては、積算基準及び通知文に基づき、見積り価格

に異常値を含む場合は排除を行い、有効な3社以上の価格を比較したうえで決定
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するよう注意されたい。また、平成23年度の当局の監査においても、見積り単

価の採用について、異常値の取扱いが適正でない事例を指摘し、当局は研修な

どで関係職員に周知を行ったとのことであったが、今回も同じような事例が見

受けられた。このため、再度同様の誤りがないよう異常値の取扱いについて周

知徹底方法を検討されたい。         （技術指導課、河川工務課） 

（注）異常値 

   見積りの平均価格に対して±30％以上の差異のある価格。 

 

３ 施工について 

(1) 高欄を設置するためのボルトの施工に当たり改善・注意すべきもの 

   監督員は、工事施工状況の確認及び把握などを行い、契約の適正な履行を確

保する業務を担う者であり、工事が適切に施工されているか、品質が確保され

ているかなどを適時確認しなければならない。 

「天白橋補修工事」では、高欄の取替えに当たり、既設のコンクリートにア

ンカーボルトを設置し、新設の高欄をボルト止めしていた。現地を調査したと

ころ、高欄の取付部のボルト穴とアンカーボルトの位置がずれたために高欄の

ボルト穴を大きく削った箇所や、ナットが完全に締まりきっていない箇所が複

数見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの施工箇所は、全体のボルト数から見れば一部であるが、このような

施工は不適切であり、また、施工後の現場確認において容易に気付くことがで

きる事例である。 

不適切な施工箇所については、補修を行うなど改善されたい。また、監督員

は現場の施工状況を適時確認するなど工事監理をより確実に行うよう注意され

ボルト穴を大きく削った箇所 ナットが締まりきっていない箇所 
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たい。 

なお、当局においては指摘に基づき平成25年10月に補修を完了した。 

（緑土木事務所） 

 

(2) 掘削に当たり土留を施工するなど安全管理に注意すべきもの 

建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省通達）では、地盤を掘削する場

合、その箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削深さ

が1.5ｍを超える場合には、土留
ど ど め

を施工することと定められている。 

「都計３・１・２９江川線電線共同溝設置工事（東海通工区）（２４－１）及

び（港明工区）（２４－１）」では、道路内の埋設物を調査するために掘削して

いたが、その掘削深さが 1.5ｍを超えていたにもかかわらず、土留を施工して

いなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

深さが 1.5ｍを超える掘削を行う場合は、掘削面の崩壊による事故を防止す

るため、建設工事公衆災害防止対策要綱に基づき土留を施工するよう受注者を

指導するなど安全管理に注意されたい。       （江川線整備事務所） 

 

(3) 高機能型マンホールふたの施工に当たり注意すべきもの 

高機能型マンホールふたは、集中豪雨に起因して発生するふたの浮上や飛散

を防止するために、排気・排水機能を有している。この機能を確保するため、

施工に当たってはマンホールのく体とふたの枠を固定しなければならない。 

 

 

掘削深さ約2.35ｍ 

掘削状況
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「戸田１０号排水路改良工事」では、既設の開水路を撤去してボックスカル

バート（注）を布設した後、上部を舗装することで道路幅を広げる工事を行って

いた。現地には雨水を集めるための側溝やますなどの排水設備がないため、次

期工事において歩道と排水設備を整備するまでの約2年間の排水対策として、

複数箇所においてボックスカルバートに穴を開け、そこに格子状のマンホール

ふたを設置していた。このマンホールふたは、集中豪雨による被害を想定して

高機能型としていたが、その施工においては、く体とふたの枠が固定されてお

らず、高機能型としての機能が確保されていない状態であった。 

   当局においては、工事の目的を十分に把握し、必要な機能が確保された施工

を行うよう注意されたい。              （中川土木事務所） 

（注）ボックスカルバート 

   地中に埋設される箱型の鉄筋コンクリート構造物。地下通路や水路など様々な用途

に使用される。 

 

４ 施設の維持管理について 

  点検結果に基づき設備を改善すべきもの    

「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成9年通商産業省令第52号。

以下「技術基準」という。）では、漏電による感電や火災を防止するため、低

圧電気回路の絶縁抵抗値が定められている。 

また、「電気設備の技術基準の解釈」（以下「技術基準解釈」という。）で

は、技術基準に定める電気設備の保安上必要な基準を具体的に示している。そ

のなかでは、事故時の感電や火災を防止するため、高圧の電気設備に適用され

る接地極の接地抵抗値が定められている。 

「自家用電気工作物保安管理業務委託（公園）及び自家用電気工作物保安管

高機能型マンホールふたのイメージ図

圧力 

浮上防止装置 排気・排水 

固定用ボルト 

マンホールのく体 
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理業務委託（街園）」及び「街園水景施設及び散水設備保守管理委託」では、

公園・街園の電気設備、街園の水景施設及び散水設備をそれぞれ点検していた。

その報告書を確認したところ、7箇所の公園・街園において低圧電気回路の絶縁

抵抗値が技術基準に定める基準値0.2MΩを下回っており、また、2箇所の公園に

おいて、接地極の接地抵抗値が技術基準解釈に定める基準値10Ωを上回ってい

た。いずれも基準を満たしていないにもかかわらず、対応が図られていなかっ

た。 

絶縁抵抗値及び接地抵抗値が基準を満たしていない場合、感電や火災の恐れ

があるため、技術基準及び技術基準解釈に適合するよう当該設備を改善された

い。                          （緑地維持課） 

 

５ その他 

(1) 市街地補正の基準について検討・注意すべきもの 

請負工事費は、直接工事費のほか、間接工事費及び一般管理費などで構成さ

れている。当局の積算基準では、間接工事費の積算に当たり、直接工事費など

に所定の率を乗じることにより算定する際には、施工地域が人口集中地区（注）

及び、人口集中地区に準ずる地区（以下「準ずる地区」という。）にある場合、

その率を割り増すことによる市街地補正を行うよう定められている。 

今回の監査で市街地補正について調査した結果、「東茶屋調整池築造工事」

始め6件では、施工地域が人口集中地区の区域外であったが、当該現場の周辺

において複数の工事が行われているなどの理由から、準ずる地区として市街地

補正を行っていた。しかし、当局には準ずる地区として市街地補正を行う場合

の判断基準がなかった。また、「都計３・４・２０２船見町線街路築造工事」

では、施工地域は人口集中地区であったが、近隣に人家がないことや、施工に

当たって一般交通の影響を受けないことを理由として、積算基準に定めがない

にもかかわらず、市街地補正を行わない積算をしていた。 

間接工事費などが請負工事費に占める割合は大きく、市街地補正の有無が工

事費全体に大きな影響を与えることになるため、準ずる地区について統一的な

判断ができるよう、基準などの策定について検討されたい。また、市街地補正

の取扱いに当たっては、基準に基づき適正に行うよう注意されたい。 
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（技術指導課、道路建設課、江川線整備事務所、河川工務課、緑地整備課） 

（注）人口集中地区 

   総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人／ 以上で、隣接した地域

を合わせた人口が 5,000 人以上となっている地域をいう。本市の市域は概ね人口集中

地区であるが、港区や守山区などの一部区域は人口集中地区の区域外である。 

 

(2) 速やかに変更契約を行うよう注意すべきもの 

 当局の「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）では、設計変更事由が発生し、その変更見込み金額が250万円を超え

る場合は、速やかに設計変更を行い、変更契約を締結するよう定められている。 

「広域河川山崎川改修工事」では、変更見込み金額が250万円を超える設計

変更事由として、不発弾探査の追加、盛土量及び土の種類の変更、鋼管矢板の

径の変更が生じており、それぞれの作業は、平成24年4月、平成24年9月、平成

24年11月から行われていた。しかし、いずれも速やかな変更契約がなされてお

らず、平成25年2月に一括して変更契約が行われていた。 

また、その他2件の工事においても、速やかな変更契約がなされていない事例

が見受けられた。 

変更見込み金額が250万円を超える設計変更事由が発生した場合には、ガイド

ラインに従い、速やかに変更契約を行うよう注意されたい。 

（千種土木事務所、道路建設課、河川工務課） 

 

第４ 実 地 検 査 

 

１ 検査概要 

「東山動植物園花園橋改築工事（その２）」において、工事が適切に行われた

かを確認するために、鉄筋コンクリートの橋台について、その幅を測定すると

ともに、非破壊試験機を用いて鉄筋の間隔及び鉄筋のかぶり（注）の測定並びに

コンクリート強度の推定を行った。 

（注）鉄筋のかぶり 

   鉄筋からコンクリート表面までの最短距離。 

43



 

２ 検査結果 

(1) 橋台の幅 

            （単位：mm） 

※ 規格値は当局の請負工事施工管理基準による。 

※ 合否判定は、測定値から設計値を差し引いた値が、規格値以上であること。 

 

(2) 鉄筋の間隔、鉄筋のかぶり 

              （単位：mm） 

測定事項 測定箇所 設計値 測定値 合格値 合否判定

鉄筋の間隔

縦鉄筋
1 

174 
176.7 

142.0～206.0 
合 格 

2 169.3 合 格 

横鉄筋
1 

150 
146.7 

124.0～176.0 
合 格 

2 142.0 合 格 

鉄筋のかぶり 

1 

123 

128 

85.6～166.8 

合 格 

2 130 合 格 

3 128 合 格 

4 126 合 格 

※ 鉄筋の間隔の測定値は、一定範囲内の鉄筋間隔の平均値である。 

※ 合格値は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」

（平成24年3月 国土交通省大臣官房技術調査課）による。 

 

 

 

 

設計値 測定値 差 規格値 合否判定 

6,000 5,999 -1 -50 合 格 
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(3) コンクリート強度の推定 

           （単位：N/mm2） 

設計基準強度 24.0 

コンクリート強度の推定値 35.1 

合否判定 合 格 

※ 合否判定は、コンクリート強度の推定値が設計基準強度以上であること。 

 

以上の結果、橋台の寸法、鉄筋の間隔、鉄筋のかぶり及びコンクリート強度

は適正であると認められた。 

 

第５ 意 見 

 

安心・安全な都市基盤の確保について 

当局は、道路、河川、公園など、市域面積の約２割を占める公共土木施設を

管理しており、災害に強く、安心・安全な都市基盤の確保や老朽化する施設の

長寿命化などに向け、それら施設の整備や維持管理などの工事を行っている。 

今回の監査では、舗装の設計において、路床の支持力が不足していた事例、

防災公園の設計において、地震時などに使用する施設であるにもかかわらず、

液状化対策がなされていなかった事例、排水路の施工において、浮上防止機能

を有するマンホールふたの枠が固定されていなかった事例など、施設の機能が

十分に確保されない恐れのある事例が散見された。 

これらの原因としては、施設に求められる機能や品質を確保するために必要

となる配慮や、守るべき基準についての知識が不足していたことが考えられる。

その背景として、近年における工事量の減少や経験を有する多くのベテラン職

員の定年退職があり、工事監理や設計・積算などの知識を習得するための現場

経験や技術伝承の機会が減少しているものと推察できる。 

このような中、当局では土木事務所における組織再編を行うなどにより、土

木行政と公園緑地行政の分野を越える連携を行い、幅広い知識や判断力を有す

る人材づくりを進めているところであるが、さらに、本庁の事業所管課を含め
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た連携をより一層強化し、経験や知識を相互に補完するなど、組織的な技術力

の底上げを図ることにより、安心・安全な都市基盤の確保に努められたい。 
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監 査 種 別  随 時 監 査 

 

監 査 対 象  上下水道局 

技術本部 

施設部 春日井浄水場 

 

監 査 期 間  平成２５年 ９月１７日から 

平成２５年１１月 ６日まで 

（実地検査：平成２５年 ９月１７日） 

 

監 査 結 果 

 

第１ 監査結果の概要 

 

本市では、平成19年度に判明した不適正な会計処理の再発防止策の一つとして、

平成21年度より、これまであらかじめ監査対象に実施の通知をしたうえで行って

きた監査とは別に、実地検査当日まで通知せずに行う随時監査を実施している。 

今回の監査は、上下水道局技術本部施設部春日井浄水場（以下「浄水場」とい

う。）において、主として実地検査当日における現金、金券類等の出納保管及び備

品の管理に関する事務について、関係帳票等を調査した。 

監査の結果、一部に注意、又は改善を要する事例が見受けられた。今後の事務

執行に当たっては、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じられたい。

また、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

 

第２ 指摘事項 

 

１ 試薬購入及び使用記録簿による管理について注意・改善すべきもの 

浄水場では試薬管理標準作業手順書等に基づいて試薬を管理することとなって

おり、購入や使用する際、試薬購入及び使用記録簿（以下「記録簿」という。）に、

その試薬名、容量等を記録するとともに、定期的に在庫調査を行い試薬台帳（以
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下「台帳」という。）と在庫量、記録簿に誤りのないことを確認して台帳を更新す

ることとなっている。 

実地検査当日、記録簿を確認したところ、劇物を含む一部の試薬について記入

漏れが確認された。 

浄水場によると、年2回、在庫調査を行い、その時点で在庫量と記録簿が一致

しない場合、その時点の在庫量を基準として記録簿を訂正しているとのことであ

った。 

このような状況は、日々の管理が徹底されておらず、紛失や盗難のリスクが高

いと考えられるので、浄水場にあっては、記録簿に正確に記入するよう注意され

たい。 

また、試薬の在庫量や使用量が把握されておらず、特に劇物については「毒物

及び劇物の保管管理について」（昭和52年3月26日付け薬発第313号厚生省薬務

局長通知）で「毒劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されている毒劇物の在庫量の定

期的点検及び毒劇物の種類等に応じての使用量の把握を行う」と定められている

ことから、適切に使用量を把握すべきである。 

上下水道局にあっては、他の浄水場も含め、試薬の在庫量や、特に劇物につい

ては開封後の使用量も含めた試薬管理のあり方について改善されたい。 

 

２ その他事務処理上注意すべきもの 

保管現金記録簿について、一部の記載が漏れていた事例が見受けられたので、

適切に記載するよう注意されたい。 

  なお、本件については調査の後、必要な措置が講じられた。 
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監 査 種 別  出資団体監査 

 

監 査 対 象  栄公園振興株式会社 

       （事務所所在地：東区東桜一丁目11番1号） 

       （当該団体の事業に関係する所管局の事務を含む） 

 

監 査 期 間  平成２５年 ７月 ５日から 

         平成２５年１２月１８日まで 

 

監 査 結 果 

 

（栄公園振興株式会社分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  住宅都市局所管の出資団体である栄公園振興株式会社（以下「栄公園振興」と

いう。）について、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、出納その他の事務

の監査を実施した。 

栄公園振興の資本金は15億円であり、そのうち本市の出資額は7億8,750万円

（交通局分を含む）である。 

また、本市は栄公園振興を、公の施設である久屋大通公園の公園施設の一部及

び栄バスターミナルの指定管理者に指定し、平成 24 年度において指定管理料 1

億6,538万円を支出している。 

今回の監査は、栄公園振興の事業運営が出資目的に沿って適正に執行されてい

るか、会計経理が適正に行われているか、財務諸表が基礎となる諸帳簿に基づい

て適正に作成されているかなどについて、主として平成24年度（平成24年4月

1日～平成25年3月31日）の事務について調査した。 

監査の結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 (注) 文中では万円未満の端数を切り捨て、表中では千円未満の端数を切り捨て、

比率は実数により計算し計数ごとに小数点以下第2位を四捨五入した。した
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がって、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

第２ 事業の概要 

 

  栄公園振興は、オアシス21「広場ゾーン」の地下店舗の経営や施設の維持管理

を目的として、平成6年9月に設立された。 

なお、株主は第1表のとおりである。 

 

  第 1表 株主一覧              （平成25年3月31日現在） 

資本金総額 株主名 出資金額 出資比率 株式数 

千円 千円 ％ 株

 名古屋市（交通局分含む） 787,500 52.5 15,750 

 中部電力（株） 75,000 5.0 1,500 

1,500,000 名古屋鉄道（株） 75,000 5.0 1,500 

 東海テレビ放送（株） 75,000 5.0 1,500 

 （株）セントラルパーク 75,000 5.0 1,500 

 その他民間企業 412,500 27.5 8,250 

 

主な事業内容は、①不動産の賃貸借、経営委託及び管理、②公園施設の企画、

設計、施工及び管理並びに地方公共団体から委託を受けた施設の管理、③地方公

共団体から委託を受けた交通施設及び建物の管理、④催事の企画及び運営などで

ある。 

これらの事業を運営するため、取締役会及び監査役が置かれており、社員数は

15人となっている。機構及び従業員配置状況は、第2表のとおりである。 
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  第2表 機構図                （平成25年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事 業 状 況 

 (1) 不動産の賃貸及び管理 

   オアシス21の地下店舗を賃貸しており、各年度末の賃貸店舗数の推移は第3

表のとおりである。 

 

   第 3表 賃貸店舗数（各年度末）の推移 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

物販 15店 16店 16店 

サービス 2店 2店 2店 

飲食 14店 14店 14店 

計 31店 32店 32店 

※店舗の区画数は30であるが、区画を分割して店舗として使用できる場合があ

ることから、年度ごとの店舗の合計数が異なる。 

 

 (2) 催事の企画 

    地下の「銀河の広場」では、施設の特徴を最大限に活かしたスポーツ、音楽、

娯楽等のイベントを年間延250日以上開催し、都心の賑わいの創出を図ってい

る。各年度のイベント開催日数等の推移は、第4表のとおりである。 

   

 

 

                            総務課（5人） 

 代表取締役社長（1人）       総務部長     

 代表取締役副社長（1人）               経理課（2人） 

 取 締 役（10人）        

                           管理課（6人） 

 監 査 役（1人）         管理部長      

                           保安課（1人） 

取 締 役 会

（取締役兼務）
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第 4表 イベント開催日数等の推移 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

開催日数（日） 258 253 267 

利用率 70.7% 69.3% 73.2% 

     ※利用率：開催日数／暦日数 

 

２ 決 算 状 況 

  平成24年度及び平成23年度の比較損益計算書及び比較貸借対照表は、第5表

及び第6表のとおりである。 
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  第 5表 比較損益計算書 

第19期 平成24年4月1日～平成25年3月31日 

第18期 平成23年4月1日～平成24年3月31日 

科目 第19期 第18期 比較増△減 前期対比

 千円 千円 千円 ％

売上高 910,900 925,792 △ 14,892 98.4

売上原価 791,964 733,412 58,552 108.0

  売上総利益 118,936 192,379 △ 73,443 61.8

販売費及び一般管理費 80,477 84,732 △ 4,255 95.0

  営業利益 38,458 107,647 △ 69,189 35.7

営業外収益 212 195 17 108.7

 雑収入 212 195 17 108.7

営業外費用 1,400 2,231 △ 831 62.8

 支払利息 1,400 2,086 △ 686 67.1

 雑損失 ― 144 △ 144 ―

  経常利益 37,270 105,611 △ 68,341 35.3

特別利益 ― ― ― ―

 ― ― ― ―

特別損失 ― 3,632 △ 3,632 ―

 本店移転費用 ― 3,632 △ 3,632 ―

  税引前当期純利益 37,270 101,979 △ 64,709 36.5

法人税、住民税及び事業税 15,331 42,208 △ 26,877 36.3

法人税等調整額 25 1,824 △ 1,799 1.4

  当期純利益 21,913 57,946 △ 36,033 37.8
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  第 6表 比較貸借対照表 

 

 資  産 の  部   

科目 第19期 第18期 比較増△減 前期対比

 千円 千円 千円 ％

流動資産 678,578 679,750 △ 1,172 99.8

  現金及び預金 585,583 579,794 5,789 101.0

  営業未収入金 39,453 47,952 △ 8,499 82.3

  前払費用 3,112 3,587 △ 475 86.8

  預け金 38,974 38,974 ―   100 

  繰延税金資産 4,441 5,973 △ 1,532 74.4

  未収入金 ― 2,777 △ 2,777 ―

未収還付法人税等 6,196 ― 6,196 ―

  その他 815 690 125 118.1

固定資産 1,837,948 1,878,388 △ 40,440 97.8

 有形固定資産 1,188,183 1,186,542 1,641 100.1

  建物 1,159,699 1,158,631 1,068 100.1

  構築物 1,601 2,124 △ 523 75.4

  機械装置 4,696 5,915 △ 1,219 79.4

  器具備品 22,185 19,870 2,315 111.7

 無形固定資産 15,243 4,623 10,620 329.7

  ソフトウェア 14,459 3,674 10,785 393.5

  その他 784 949 △ 165 82.6

 投資その他の資産 634,521 687,222 △ 52,701 92.3

  長期前払費用 625,205 679,413 △ 54,208 92.0

  長期未収金 22,500 22,500 ―   100 

  繰延税金資産 9,315 7,809 1,506 119.3

  貸倒引当金 △ 22,500 △ 22,500 ― ―

資産合計 2,516,526 2,558,139 △ 41,613 98.4
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第 19期 平成25年3月31日現在 

第18期 平成24年3月31日現在 

 負  債 の  部   

科目 第19期 第18期 比較増△減 前期対比

 千円 千円 千円 ％

流動負債 143,576 144,925 △ 1,349 99.1

 一年内返済予定長期借入金 50,000 50,000 ―   100 

 未払金 65,486 53,598 11,888 122.2

 未払法人税等 2,179 22,299 △ 20,120 9.8

 未払消費税等 ― 2,437 △ 2,437 ―

 賞与引当金 6,906 4,611 2,295 149.8

預かり敷金 15,890 ― 15,890 ―

 その他 3,113 11,978 △ 8,865 26.0

固定負債 642,336 704,513 △ 62,177 91.2

 長期借入金 25,000 75,000 △ 50,000 33.3

 長期預り敷金 594,913 610,804 △ 15,891 97.4

 退職給付引当金 16,211 13,607 2,604 119.1

 その他 6,212 5,101 1,111 121.8

 

負債合計 785,912 849,438 △ 63,526 92.5

          純 資  産 の  部 

株主資本 1,730,613 1,708,700 21,913 101.3

 資本金 1,500,000 1,500,000 ―  100 

 利益剰余金 230,613 208,700 21,913 110.5

  その他利益剰余金 230,613 208,700 21,913 110.5

   繰越利益剰余金 230,613 208,700 21,913 110.5

純資産合計 1,730,613 1,708,700 21,913 101.3

負債及び純資産合計 2,516,526 2,558,139 △ 41,613 98.4
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第３ 指 摘 事 項 

 

特になし 

 

 （意 見） 

  栄公園振興では、経営基盤の強化を図るために3ヵ年の経営戦略計画を策定し、

経営戦略目標や成果指標を定めて経営を行い、現在は安定した経営状況にある。    

  しかし、中長期経営計画は策定されておらず、特に栄公園振興が保有する店舗

のリニューアル等を見越した更新投資に関する具体的な実施計画や、それを前提

とした資金計画も策定されていない。 

栄公園振興の売上高は、第7表のとおりであるが、長期的にみると減少傾向に

ある。 

栄公園振興における固有社員の人数及び人件費については、第8表のとおりで

ある。これら固有社員の給与については給与規程に基づき支給されており、給料

は職能等級に応じた職能給と業績や意欲等に応じた成果給を合わせたものとなっ

ている。職能給については主任級以上の定期昇給が設定されていないため、成果

給の評定にあたり評定の引き下げが給料の減額に直結することから、勤務実績を

考慮しつつも評定段階の据え置きや、より高い評定段階への引き上げを行うこと

が通例となっており、事実上、成果給制度の役割を果たしていない。 

主要な事業コストである人件費について、このような給料の減額を回避するた

めの成果給調整を継続すれば、事業収入に対する総人件費の割合が上昇すること

となり経営を圧迫する要因となる可能性がある。 

今後の厳しい経営環境を十分に考慮し、勤務実績を反映した評定を適切に実施

するなど総人件費の抑制に留意するとともに、安定的な経営を継続できるように

施設設備の将来の維持管理計画や資金計画を策定し、より適切な経営管理を行う

ことにより引き続き経営基盤の強化に努められたい。 
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第 7表 売上高の推移                  （単位：千円） 

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

売上高 986,962 959,824 961,004 936,660 952,037 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

売上高 941,305 907,474 910,899 925,792 910,900 

 

第 8表 固有社員数及び人件費の推移 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

人数（人） 5 5 8 8 8 

人件費 

（千円） 
34,836 34,739 49,873 52,824 55,056 

 

第 9表 総人件費の推移                 （単位：千円） 

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

総人件費 119,737 137,180 130,817 129,235 115,942 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

総人件費 109,586 125,253 123,739 116,447 138,928 
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（住宅都市局関係分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  今回の監査は、栄公園振興に対する出資団体監査に併せて、住宅都市局所管の

事務のうち栄公園振興に対する事務について実施した。 

 

第２ 指 摘 事 項 

 

特になし 
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監 査 種 別  出資団体監査 

 

監 査 対 象  公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団 

       （事務所所在地：中区金山一丁目4番10号） 

       （当該団体の事業に関係する所管局の事務を含む） 

 

監 査 期 間  平成２５年 ７月 ５日から 

         平成２６年 １月２１日まで 

 

監 査 結 果 

 

（公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  市民経済局所管の出資団体である公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽

団（以下「交響楽団」という。）について、地方自治法第199条第7項の規定に基

づき、出納その他の事務の監査を実施した。 

交響楽団の基本財産は1,000万円であり、全額本市の出えんである。 

平成24年度において、本市は交響楽団に対して、音楽芸術事業の推進を図るた

めの事業に対する補助金として2億7,168万円を交付している。 

今回の監査は、交響楽団の事業運営が出資目的に沿って適正に執行されている

か、会計経理が適正に行われているか、財務諸表が基礎となる諸帳簿に基づいて

適正に作成されているかなどについて、主として平成24年度（平成24年 4月 1

日～平成25年3月31日）の事務について調査した。 

監査の結果、経理事務等において、一部に注意又は検討を要する事例が見受け

られた。今後の事業執行に当たっては、これらの点に留意されたい。 

 (注) 文中では万円未満の端数を切り捨て、表中では千円未満の端数を切り捨て、

比率は実数により計算し計数ごとに小数点以下第2位を四捨五入した。した

がって、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
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第２ 事業の概要 

 

  交響楽団は、交響管弦楽による音楽芸術の普及向上を図り、文化の振興に寄与

することを目的として、昭和48年4月に、その前身である名古屋フイルハーモニ

ー交響楽団（昭和41年7月結成）を組織変更し、財団法人として設立された。 

なお、交響楽団は、平成24年3月に財団法人から公益法人制度に基づく公益財

団法人に移行した。 

主な事業内容は、①交響管弦楽の演奏事業、②青少年の音楽鑑賞の指導及び普

及事業、③音楽芸術普及のための広報事業、④交響楽団の演奏技術の維持・向上

を図るために必要な事業などである。 

これらの事業を運営するため、評議員会、理事会、監事及び事務局等が置かれ

ており、職員数は84人（嘱託員4人を含む。）となっている。機構及び職員配置

状況は、第1表のとおりである。 

 

  第1表 機構図                （平成25年3月31日現在） 

 

 

理 事 長（ 1人） 

副理事長（ 2人） 

理  事（12人） 

専務理事（ 1人） 

常務理事（ 1人） 

監  事（ 2人） 

評 議 員（21人） 

理 事 会 

評議員会 

正指揮者 

指 揮 者 

事務局長   事務局次長   総 務 部（2人）

               （6人）

               事 業 部（6人）

事 務 局 

（総務部長兼務） （ ）

顧 問（ 5人）

（35人）

参 与（16人）

楽 団 員（68人） 
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１ 事 業 状 況 

 (1) 交響管弦楽の演奏事業 

   愛知県芸術劇場コンサートホール等を会場に実施する定期演奏会、地方自治

体等の依頼により行う巡回演奏会、交響楽団が特別の企画で行う特別演奏会及

び団体・企業等の依頼を受けて行う依頼演奏会を開催している。 

 

 (2) 青少年の音楽鑑賞の指導及び普及事業 

   小・中・高校生を対象とし、市内の学校体育館や各地の市民会館等を会場に

実施する移動音楽教室を開催している。 

 

 (3) その他 

   音楽プラザを利用したサロンコンサート、市民が集まる場所でのまちかどコ

ンサート、企業・団体等からの依頼による小編成（アンサンブル）の演奏及び

公開リハーサルを開催している。演奏会等の実施回数の推移は、第2表のとお

りである。 

 

   第 2表 演奏会等の実施回数の推移 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

 回 回 回 

定 期 演 奏 会 28 22 22 

巡 回 演 奏 会 18 12 11 

特 別 演 奏 会 12 17 21 

依 頼 演 奏 会 36 32 36 

移 動 音 楽 教 室 30 25 19 

小計 124 108 109 

サ ロ ン コ ン サ ー ト 13 16 15 

まちかどコンサート  6 24 21 

小編成（アンサンブル） 16 20 32 

公 開 リ ハ ー サ ル 12 12 12 

合計 171 180 189 

 

２ 決 算 状 況 

  平成24年度及び平成23年度の比較正味財産増減計算書及び比較貸借対照表は、

第3表及び第4表のとおりである。  
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  第 3表 比較正味財産増減計算書 

平成24年度 平成24年4月1日～平成25年3月31日 

平成23年度 平成23年4月1日～平成24年3月31日 

科目 平成24年度 平成23年度 
比較 

増△減 

前年度 

対比 

 千円 千円 千円 ％

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 1. 経常増減の部  

 (1) 経常収益 

   ①基本財産運用益 5 143 △ 137 3.9

   ②特定資産運用益 5,556 5,004 552 111.0

   ③受取会費 138,720 136,580 2,140 101.6

   ④事業収益 413,556 428,001 △ 14,444 96.6

  ⑤受取補助金等 455,412 452,982 2,430 100.5

   ⑥受取寄付金 3,398 2,152 1,245 157.9

   ⑦雑収益 1,052 1,132 △ 79 93.0

  経常収益計 1,017,702 1,025,995 △ 8,293 99.2

 (2) 経常費用 

   ①事業費 953,707 982,896 △ 29,188 97.0

   ②管理費 31,611 32,291 △ 680 97.9

  経常費用計 985,319 1,015,188 △ 29,869 97.1

  当期経常増減額 32,382 10,807 21,575 299.6

 2. 経常外増減の部 

 (1) 経常外収益 

  経常外収益計 4,216 ― 4,216 ―

 (2) 経常外費用 

  経常外費用計 885 50 834 1748.6

  当期経常外増減額 3,331 △ 50 3,382 ―

  当期一般正味財産増減額 35,714 10,756 24,957 332.0

  一般正味財産期首残高 38,505 27,749 10,756 138.8

  一般正味財産期末残高 74,220 38,505 35,714 192.8

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

  寄付金等 2,615 1,554 1,061 168.3

  当期指定正味財産増減額 2,615 1,554 1,061 168.3

  指定正味財産期首残高 40,877 39,323 1,554 104.0

  指定正味財産期末残高 43,493 40,877 2,615 106.4

Ⅲ 正味財産期末残高 117,713 79,383 38,329 148.3
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  第 4表 比較貸借対照表 

平成24年度 平成25年3月31日現在 

平成23年度 平成24年3月31日現在 

科目 平成24年度 平成23年度 比較増△減 
前年度
対比 

 千円 千円 千円 ％
Ⅰ 資産の部 
 1. 流動資産 
    現金預金 76,161 56,943 19,217 133.7
    未収金 56,490 77,910 △ 21,420 72.5
    貯蔵品 3,109 2,763 345 112.5
    前払金 5,461 7,092 △ 1,630 77.0
    仮払金 613 990 △ 377 61.9
   流動資産合計 141,835 145,701 △ 3,865 97.3
 2. 固定資産 
 (1) 基本財産 
    基本財産定期預金 10,000 10,000 ― 100  
   基本財産合計 10,000 10,000 ― 100  
 (2) 特定資産 
    エール基金資産 33,493 30,877 2,615 108.5
    音の向上基金資産 40,424 56,595 △ 16,171 71.4
    退職給付引当資産 110,024 110,318 △ 294 99.7
   特定資産合計 183,941 197,792 △ 13,850 93.0
 (3) その他の固定資産 
    建物付属設備 196 261 △ 65 75.0
    楽器 6,391 5,299 1,092 120.6
    器具備品 0 0 0 20.0
    車両運搬具 387 516 △ 129 75.0
    ソフトウェア 43 109 △ 66 39.8
   その他の固定資産合計 7,018 6,187 831 113.4
   固定資産合計 200,960 213,979 △ 13,018 93.9
   資産合計 342,795 359,680 △ 16,884 95.3
Ⅱ 負債の部 
 1. 流動負債 
    短期借入金 30,000 50,000 △ 20,000 60.0
    未払金 35,249 28,786 6,463 122.5
    前受金 9,973 43,133 △ 33,159 23.1
    預り金 16,703 13,032 3,670 128.2
    賞与引当金 34,885 35,026 △ 140 99.6
   流動負債合計 126,812 169,978 △ 43,165 74.6
 2. 固定負債 
    退職給付引当金 98,270 110,318 △ 12,048 89.1
   固定負債合計 98,270 110,318 △ 12,048 89.1
   負債合計 225,082 280,296 △ 55,214 80.3
Ⅲ 正味財産の部 
  寄付金等 2,615 1,554 1,061 168.3
  〔指定正味財産〕 43,493 40,877 2,615 106.4
 （うち基本財産への充当額） (10,000) (10,000) (―) (100)
 （うち特定財産への充当額） (33,493) (30,877) (2,615) (108.5)
  〔一般正味財産〕 74,220 38,505 35,714 192.8
 （うち特定資産への充当額） (13,027) (15,465) (△ 2,437) (84.2)
   正味財産合計 117,713 79,383 38,329 148.3
   負債及び正味財産合計 342,795 359,680 △ 16,884 95.3
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第３ 指 摘 事 項 

 

１ 公演会場売上の管理責任を明確にするよう注意・検討すべきもの 

  交響楽団では、財務会計規程において、金銭の収納をした場合は証拠書類等を

作成することとしているが、公演会場でのチケットの当日販売の売上を記録する

売上一覧について、作成者及び確認者の記載がない様式となっていた。 

交響楽団にあっては、売上金の管理責任を明確にするため、売上一覧に作成者・

確認者の署名欄等を設けるよう検討されたい。 

また、売上一覧の記載が鉛筆書きで行われており、容易に修正や改ざんが行え

る状態となっているため、ボールペン等を使用するよう注意されたい。 

 

２ キャッシュフロー計算書における総額表示について注意すべきもの 

交響楽団では、運営資金として、年度当初に名古屋市から1億7千万円を借入

れ、年度内に同額の返済を行っているが、当該取引がキャッシュフロー計算書に

記載されておらず、借入額と返済額を相殺した純額表示となっている。 

一般に、財務活動によるキャッシュフローに表示される主要な取引は、原則と

して総額表示しなければならないとされており、名古屋市からの借入及び返済は

重要な取引であると考えられるため、交響楽団にあっては、当該借入及び返済に

ついて、総額表示による記載を行うよう注意されたい。 

 

 （意 見） 

交響楽団の資金状況については、公演費用等の支払いからチケット売上の回収

までに期間を要するため、一定の運転資金が必要であり、交響楽団では、名古屋

市からの借り入れを行うほか、一時的に金融機関からの借り入れや特定資産であ

る音の向上基金（以下「基金」という。）の取り崩しを行うことにより、資金調達

の対応を行っている。 

交響楽団では、特定資産の目的外使用にあたっては、理事会及び評議員会の承

認を要するが、基金の取り崩しについても、正規の手続きを経て行われており、

交響楽団の資金状況を鑑みれば、上記のような対応はある程度やむをえないもの

と認められる。 
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しかしながら、本来、基金については、海外からの優秀な指揮者、ソリスト等

を招へいし、オーケストラ演奏事業の充実を図るための財源として積み立てられ

ているものであり、また、その性質上、将来にわたって保有することを前提とし

た資産ではないと考えられることから、基金の取り崩しについては、一時的なも

のとはいえ、恒常化することは望ましくないと考えられる。 

  交響楽団では、経営改善計画（計画期間：平成23年度～平成25年度）におい

て、平成15年度以降減少を続けてきた正味財産の減少に対処するため、演奏会の

収支改善や経費削減などに取り組むこととしており、近年の交響楽団の正味財産

は回復傾向にあるが、資金的にも安定した経営を行うことができるよう、引き続

き財政基盤の確保に努められたい。 
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（市民経済局関係分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  今回の監査は、交響楽団に対する出資団体監査に併せて、市民経済局所管の事

務のうち交響楽団に対する事務について実施した。 

 

第２ 指 摘 事 項 

 

  指摘なし 
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監 査 種 別  出資団体監査 

 

監 査 対 象  公益財団法人名古屋市文化振興事業団 

       （事務所所在地：中区栄三丁目18番1号） 

       （当該団体の事業に関係する所管局の事務を含む） 

 

監 査 期 間  平成２５年 ７月 ５日から 

         平成２６年 １月２１日まで 

 

監 査 結 果 

 

（公益財団法人名古屋市文化振興事業団分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  市民経済局所管の出資団体である公益財団法人名古屋市文化振興事業団（以下

「事業団」という。）について、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、出納

その他の事務の監査を実施した。 

事業団の基本財産は6,000万円であり、そのうち本市の出えん額は3,000万円

である。 

平成24年度において、本市は事業団に対して、名古屋市民の文化・芸術の振興

に資する事業に対する補助金として2億4,500万円を交付している。 

また、本市は事業団を、公の施設である名古屋市民会館始め23施設の指定管理

者に指定（名古屋市上社レクリエーションルームを含む）し、平成24年度におい

て指定管理料12億8,234万円を支出している。 

今回の監査は、事業団の事業運営が出資目的に沿って適正に執行されているか、

会計経理が適正に行われているか、財務諸表が基礎となる諸帳簿に基づいて適正

に作成されているかなどについて、主として平成24年度（平成24年4月1日～

平成25年3月31日）の事務について調査した。 

監査の結果、経理事務等において、一部に注意、検討又は改善を要する事例が
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見受けられたので、今後の事務執行に当たっては、これらの点に留意されたい。 

 (注) 文中では万円未満の端数を切り捨て、表中では千円未満の端数を切り捨て、

比率は実数により計算し計数ごとに小数点以下第2位を四捨五入した。した

がって、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

第２ 事業の概要 

 

  事業団は、名古屋市民の文化・芸術の振興に資する事業を行い、もって個性豊

かな魅力ある市民文化の創造に寄与することを目的として、昭和58年7月、本市

からの出えん金3,000万円をもって設立された。その後、昭和59年に、個人から

利息を主として芸術関係の賞に充てるとの使途を特定した3,000万円の寄付の申

し込みがあり、それを基本財産として受け入れ、現在の基本財産の合計は 6,000

万円となっている。 

なお、事業団は、平成23年4月に財団法人から公益法人制度に基づく公益財団

法人に移行した。 

主な事業内容は、①文化施設等を活用して、市民が文化芸術に触れる機会と場

を提供する事業、②表彰等の実施、活動の場の提供及び相談助言を通じて、芸術

家及び文化芸術団体等の創造活動を支援する事業、③文化芸術に関する情報を収

集し、市民に提供する事業などである。 

これらの事業を運営するため、評議員会、理事会、監事及び事務局が置かれて

おり、職員数は124人（嘱託員34人を含む。）となっている。機構及び職員配置

状況は、第1表のとおりである。 
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  第1表 機構図                （平成25年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※音楽プラザを一体管理 

（専務理事兼務） 

理 事 長（1人）

副理事長（1人）

専務理事（1人）

理 事（7人）

監事（2人）

評議員（12人）

事務局付部長 事務局長 

文化振興部長 総務課      （6人）

経理課      （4人）

主幹（経営企画）    （1人）

主幹（文化・営業活動支援）（1人）

事業推進課     （11人）

主幹（参加交流）    （1人）

主幹（支援育成）    （1人）

 青少年文化センター  （4人）

能楽堂      （4人）

文化小劇場     （39人）

市民ギャラリー栄   （3人）

演劇練習館     （2人）

東山荘      （1人）

市民会館館長 管理課（※）   （6人）

劇場課     （21人） 

主幹（誘致・相談支援） （1人）

芸術創造センター館長 管理課      （5人）

名東文化小劇場・ 

上社レクリエーションルーム
（4人）

東文化小劇場・ 

市民ギャラリー矢田
（5人）

評議員会 

理 事 会 
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１ 事 業 状 況 

 (1) 市民が文化芸術に触れる機会を提供する事業 

   文化芸術の振興を図るため、様々な分野の文化芸術に関する体験事業や伝統

芸能などの鑑賞事業を行っている。平成24年度の主な実績は第2表に示すとお

りである。 

 

   第 2表 市民が文化芸術に触れる機会を提供する事業の主な実績 

区  分 内        容 

参加・体験事業 

NAGOYA GROOVIN’ SUMMER 2012 

(7月 28日・29日 来場者数 120,930人) 

ナゴヤコドモアートビレッジ 

 コンサート（入場者数 1,060人） 

 ワークショップ（応募者数 2,195人、参加者数 388人） 

鑑賞事業 

人形浄瑠璃「文楽」 

（公演4回 入場者数 1,970人） 

なごや子どものための巡回劇場＜演劇、バレエ等＞ 

（公演48回 入場者数 12,073人） 

 

 (2) 芸術家及び文化芸術団体等の創造活動を支援する事業 

   文化芸術活動のうち創作や発表などの創造的な活動を行う環境を整備するた

め、文化芸術を支える芸術家及び文化芸術団体等を対象として、表彰等の実施、

活動の場の提供及び相談助言を通じて、創造的な文化芸術活動を支援する事業

を行っている。平成24年度の実績は第3表に示すとおりである。 
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第3表 芸術家及び文化芸術団体等の創造活動を支援する事業の主な実績 

区  分 内        容 

表彰 

前年度における芸術創造活動が特に顕著で、名古屋の芸術

文化の向上と発展に寄与し、今後とも活躍が期待できる個

人（団体）を選考し、芸術創造賞を授与 

（受賞者 濱田樹里＜美術＞） 

活動の場の提供 

音楽・演劇・舞踊関係者の中から公募によるオーディショ

ンで出演者を選考し「オペレッタ」を制作・上演 

（公演5回 入場者数 2,637人） 

相談助言 

美術・文学・音楽・演劇の各分野で活躍中の講師が、無料

で相談に応じ、アドバイスを実施 

（相談件数 78件） 

 

 (3) 情報の収集・提供事業 

   文化芸術に関する情報を収集し市民に提供するため、文化情報誌「なごや文

化情報」の発行や、ナディアパーク内に設置している文化情報ひろばにおいて、

市内及び近郊で開催される各種公演情報の提供、芸術関係資料の閲覧を行って

いる。 

 

 (4) 友の会事業 

   友の会主催のコンサートや落語会、参加・体験型イベント事業を行うととも

に、催し物情報等を掲載した会員向け情報誌「友の会だより」の発行を行って

いる。 

 

(5) 指定管理者としての施設運営事業 

   文化施設の指定管理者として、サービスの向上及び利用促進等に努め、管理

運営を行っている。また、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設及び

地域の特性を活かした文化事業を実施している。平成24年度における文化施設

の利用状況は、第4表に示すとおりである。 
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    第 4表 文化施設の利用状況 

施 設 名 利用率（％） 

市民会館 大ホール 83.3 

芸術創造センター ホール 79.7 

青少年文化センター ホール 79.4 

文化小劇場(13) ホール 68.2 

市民ギャラリー(2) 展示室 85.9 

演劇練習館 リハーサル室 72.9 

音楽プラザ 合奏場 84.4 

東山荘 茶室 40.3 

能楽堂 舞台 71.5 

    （注）１ 利用率（％）＝利用単位数／利用可能単位数×100 

       ２ 主な利用単位は、午前・午後・夜間の３区分 

 

２ 決 算 状 況 

  平成24年度及び平成23年度の比較正味財産増減計算書及び比較貸借対照表は、

第5表及び第6表のとおりである。 
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  第 5表 比較正味財産増減計算書 

平成24年度 平成24年4月1日～平成25年3月31日 

平成23年度 平成23年4月1日～平成24年3月31日 

科目 平成24年度 平成23年度 
比較 

増△減 

前年度

対比 

 千円 千円 千円 ％

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 1. 経常増減の部  

 (1) 経常収益 

① 基本財産運用益 687 951 △263 72.3

② 特定資産運用益 4,419 6,986 △2,566 63.3

③ 受取会費 75 120 △45 62.5

④ 受取寄付金 119 49 69 242.2

⑤ 事業収益 2,186,209 2,271,931 △85,721 96.2

⑥ 受取補助金等 263,429 285,327 △21,897 92.3

⑦ 受取負担金 33,174 49,466 △16,291 67.1

⑧ 雑収益 14,625 15,962 △1,337 91.6

⑨ 特定資産償還益 750 1,240 △490 60.5

⑩ 固定資産受贈益 0 9 △9 0.0

  経常収益計 2,503,490 2,632,043 △128,552 95.1

 (2) 経常費用 

① 事業費 2,430,848 2,480,771 △49,922 98.0

② 管理費 22,361 18,681 3,680 119.7

  経常費用計 2,453,209 2,499,452 △46,242 98.1

   当期経常増減額 50,280 132,590 △82,310 37.9

 2. 経常外増減の部 

 (1) 経常外収益 ― ― ― ―

  経常外収益計 ― ― ― ―

 (2) 経常外費用 

   他会計振替額 ― ― ― ―

  経常外費用計 ― ― ― ―

   当期経常外増減額 ― ― ― ―

   当期一般正味財産増減額 50,280 132,590 △82,310 37.9

   一般正味財産期首残高 635,817 503,226 132,590 126.3

   一般正味財産期末残高 686,097 635,817 50,280 107.9

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

   当期指定正味財産増減額 △119 △58 △60 204.0

   指定正味財産期首残高 65,399 65,457 △58 99.9

   指定正味財産期末残高 65,280 65,399 △119 99.8

 

Ⅲ 正味財産期末残高 751,377 701,216 50,161 107.2
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  第 6表 比較貸借対照表 

平成24年度 平成25年3月31日現在 

平成23年度 平成24年3月31日現在 

科目 平成24年度 平成23年度 比較増△減 
前年度
対比 

 千円 千円 千円 ％
Ⅰ 資産の部   
 1. 流動資産   
  現金預金 677,145 651,578 25,567 103.9
  未収金 31,578 34,740 △3,162 90.9
  有価証券 234,825 26,080 208,744 900.4
  前払金 622 1,061 △439 58.7
  仮払金 841 14,063 △13,222 6.0

   流動資産合計 945,012 727,524 217,487 129.9

 2. 固定資産 
 (1) 基本財産 
  定期預金 1,021 20 1,000 4888.0
  投資有価証券 58,978 59,979 △1,000 98.3

   基本財産合計 60,000 60,000 ― 100

 (2) 特定資産 
  退職給付引当預金 31,986 37,946 △5,959 84.3
  退職給付引当投資有価証券 449,539 448,944 594 100.1
  芸術創造賞積立基金 5,280 5,399 △119 97.8

   特定資産合計 486,806 492,290 △5,483 98.9

 (3) その他固定資産 
  什器備品 726 1,179 △452 61.6
  投資有価証券 241,476 420,109 △178,632 57.5
    ソフトウェア 1,379 2,408 △1,028 57.3
  リース資産 1,962 2,985 △1,023 65,7

   その他固定資産合計 245,545 426,682 △181,137 57.5

  固定資産合計 792,351 978,972 △186,620 80.9

  資産合計 1,737,364 1,706,497 30,867 101.8

Ⅱ 負債の部   
 1. 流動負債   
  未払金 258,768 286,583 △27,815 90.3
  未払法人税等 29,449 20,719 8,729 142.1
  未払消費税 7,509 12,825 △5,316 58.5
  前受金 162,295 140,482 21,812 115.5
  1年内返済リース債務 1,124 1,108 15 101.4
  預り金 54,642 41,523 13,118 131.6
  仮受金 3 245 △242 1.2
  賞与引当金 49,807 51,968 △2,160 95.8

   流動負債合計 563,599 555,458 8,141 101.5

 2. 固定負債   
  退職給付引当金 421,421 447,817 △26,396 94.1
  長期リース債務 965 2,004 △1,039 48.2

   固定負債合計 422,386 449,822 △27,435 93.9

   負債合計 985,986 1,005,280 △19,294 98.1

Ⅲ 正味財産の部   
 1. 指定正味財産 65,280 65,399 △119 99.8

  （うち基本財産への充当額） (60,000) (60,000) (―) (100)
  （うち特定財産への充当額） (5,280) (5,399) (△119) (97.8)

 2. 一般正味財産 686,097 635,817 50,280 107.9

  （うち特定資産への充当額） (60,104) (39,073) (21,031) (153.8)

   正味財産合計 751,377 701,216 50,161 107.2

   負債及び正味財産合計 1,737,364 1,706,497 30,867 101.8
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第３ 指 摘 事 項 

 

１ 固定資産及び物品の現物照合について検討すべきもの 

  事業団では、会計処理規程において、固定資産及び物品の現物照合を実施する

こととしているが、照合方法の手順や実施結果等の記録が保管されていなかった

ことから、適切に実施されているか確認できなかった。 

  事業団にあっては、実施結果の報告様式を定めるなど、固定資産及び物品の現

物照合にかかる記録を保管するよう検討されたい。 

 

２ 貸与備品の管理について検討すべきもの 

  事業団は、指定管理業務を行うため市から貸与されている備品のうち、施設利

用者へ貸し出す備品については、毎年度の事業計画書に基づき、点検及び現物照

合を行っていたが、施設利用者へ貸し出さない備品は、指定管理期間が終了する

際に現物照合を行っているとのことであった。また、一部の指定管理施設では、

使用されていない貸与備品が確認された。 

  事業団にあっては、指定管理期間満了時に市に返還する義務を果たせなくなる

可能性があることから、施設利用者への貸し出しの有無に関わらず、定期的に現

物照合を実施するよう検討されたい。 

  また、現物照合等で使用されていない貸与備品が確認された場合は、市との協

定に基づき事業団の負担で廃棄するよう検討されたい。 

 

３ 資産運用に関するもの 

 (1) 運用結果の確認について注意・検討すべきもの 

   事業団は、資産運用規程において、投資時や回収時の運用手続き等について

定めているが、回収時における運用結果の確認が、規定どおり行われていなか

ったので、適切に確認を行うよう注意されたい。 

なお、資産の適切かつ効率的な運用を図るという規程の目的に鑑み、運用結

果の確認を中途解約が想定される資産運用に限るなど、規定の見直しについて

も検討されたい。 
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 (2) 運用対象をモニタリングする仕組みの構築について検討すべきもの 

   事業団は、資産運用規程において、円建債券の格付けが取得時に求められる

格付けを下回った場合、事務局長は直ちに対応を決定することとしているが、

該当債券のモニタリングが行われておらず、取得時に求められる格付けを下回

っている債券が確認された。 

事業団にあっては、円建債券の取得後は定期的に格付の情報を入手し、管理

責任者の確認を受けるなど、モニタリングに関する具体的な仕組みの構築を検

討されたい。 

 

４ 会計処理規程に関するもの 

 (1) 債券の評価方法に係る規定について改善すべきもの 

   事業団は、会計処理規程において、満期まで保有する目的の債券を取得価額

にて評価すると規定しているものの、実際は公益法人会計の基準に準拠した、

額面金額と取得原価の差額を取得日から満期日までの間、毎期一定の方法で帳

簿価額に加算減算する償却原価法（定額法）を採用し、取得差額が少額で重要

性に乏しい銘柄については取得価額で評価している。 

事業団にあっては、会計処理規程における債券の評価方法を、実際に採用し

ている基準と整合させるよう改善されたい。 

 

 (2) 重要な会計方針に係る規定について改善すべきもの 

   会計処理規程に規定されている重要な会計方針と、財務諸表に対する注記に

おける重要な会計方針の整合が図られていないことから、会計処理規程を財務

諸表の注記と整合させるよう改善されたい。 

 

５ 理事会議事録の保管について注意すべきもの 

  書面による決議が行われた理事会の議事録に、あわせて保管すべき同意書の一

部が別に保管されていたので、適切に保管するよう注意されたい。 
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（意 見） 

  事業団は、個性豊かな魅力ある市民文化を創造する役割を永続的に果たせるよ

う3ヵ年の経営戦略計画を策定し、魅力ある文化事業の展開や財務内容の改善・

向上による自主財源の確保などを掲げ取り組んでいる。 

  そのなかで、施設の収支率の向上では契約方法・仕様書の見直し等により支出

の削減に取り組むこととしているが、23施設の指定管理者としての管理運営にあ

たり、清掃業務など施設によって業務内容に差異が生じないと想定されるものは、

複数の施設をまとめて発注単位を大きくすることにより、委託料の軽減の可能性

があることから、より効率的な事務の執行に努められたい。 

  また、市民参加型事業の成果指標に、他の文化事業の成果指標と同様の観覧者

のアンケート結果を用いているが、市民参加型事業は市民による事業への参加自

体が成果であり、観覧者の満足より市民の応募数や参加イベントの知名度向上な

ど、名古屋市の文化の裾野拡大という目的を踏まえた成果指標を設定することが

望ましいと考えられる。 

  さらに、各種公演情報の提供や芸術関係資料の閲覧場所として「文化情報ひろ

ば」を設置しているが、利用される方のニーズ調査などについて不十分な面が見

られる。 

事業団にあっては、効率的な事務の執行のみならず、適切な成果指標の設定や

市民ニーズの把握等により、市民とともに名古屋市の文化芸術を育み、市民の文

化活動を支援するという役割を積極的に果たされたい。 
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（市民経済局関係分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  今回の監査は、事業団に対する出資団体監査に併せて、市民経済局所管の事務

のうち事業団に対する事務について実施した。 

 

第２ 指 摘 事 項 

 

 特になし 
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監 査 種 別  出資団体監査 

 

監 査 対 象  公益財団法人名古屋国際センター 

       （事務所所在地：中村区那古野一丁目47番1号） 

       （当該団体の事業に関係する所管局の事務を含む） 

 

監 査 期 間  平成２５年 ７月 ５日から 

         平成２６年 ２月 ５日まで 

 

監 査 結 果 

 

（公益財団法人名古屋国際センター分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  市長室所管の出資団体である公益財団法人名古屋国際センター（以下「国際セ

ンター」という。）について、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、出納そ

の他の事務の監査を実施した。 

国際センターの基本財産は3億4,520万円であり、そのうち本市の出えん額は

3億2,130万円である。 

平成24年度において、本市は国際センターに対して、国際留学生会館事業に対

する補助金として1,638万円を交付している。 

また、本市は国際センターを、公の施設である名古屋国際センターの指定管理

者に指定し、平成24年度において指定管理料3億946万円を支出している。 

今回の監査は、国際センターの事業運営が出資目的に沿って適正に執行されて

いるか、会計経理が適正に行われているか、財務諸表が基礎となる諸帳簿に基づ

いて適正に作成されているかなどについて、主として平成 24 年度（平成 24 年 4

月1日～平成25年3月31日）の事務について調査した。 

監査の結果、経理事務等において、一部に注意、検討又は改善を要する事例が

見受けられた。今後の事業執行に当たっては、これらの点に留意されたい。 
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 (注) 文中では万円未満の端数を切り捨て、表中では千円未満の端数を切り捨て、

比率は実数により計算し計数ごとに小数点以下第2位を四捨五入した。した

がって、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

第２ 事業の概要 

 

  国際センターは、名古屋を中心とした地域の歴史、文化、その他の特性を生か

して、市民の国際理解及び多文化共生を推進する事業を行うことにより、市民レ

ベルの相互理解に基づく多文化共生社会の形成を促進し、誰もが共に豊かに安心

して暮らせる社会の実現に努め、もって普遍的な国際平和に寄与することを目的

として、昭和59年8月、本市からの出えん金2億円をもって設立された。その後、

本市からの出えん金及び民間からの寄付金を基本財産に組み入れ、また、平成13

年4月には財団法人国際留学生会館（昭和62年4月設立）を統合した。 

なお、国際センターは、平成23年4月に財団法人から公益法人制度に基づく公

益財団法人に移行した。 

主な事業内容は、①市民に対して外国に関する情報等を提供するとともに、外

国人等からの生活全般に関する相談に応じる事業、②語学や多文化共生等に関す

る講座、研修会等を開催する事業、③地域の国際化の推進に取り組む団体等との

協働により講座等を開催するとともに、その活動を支援する事業、④地域に暮ら

す外国人と市民との相互理解を図るイベント等を行う事業、⑤留学生に対する宿

舎の提供、相談等の支援を行うとともに、留学生と市民との交流を図る事業、⑥

名古屋国際センター等の国際交流施設の管理及び運営などである。 

これらの事業を運営するため、評議員会、理事会、監事及び事務局が置かれて

おり、職員数は28人（嘱託員7人を含む。）となっている。機構及び職員配置状

況は、第1表のとおりである。 
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  第 1表 機構図               （平成25年3月31日現在） 

 

 

１ 事 業 状 況 

 (1) 指定管理事業 

ア 情報収集提供及び相談事業 

    情報サービスコーナーにおける日本語、英語を含む9言語による生活・観

光情報や国際交流活動に関する情報の提供、ライブラリーにおける図書・ビ

デオ等の収集・提供のほか、海外児童生徒教育相談、外国人市政相談、外国

人法律相談等を行っている。情報サービスコーナーにおける入室者等の推移

は第2表のとおりである。 

 

    第 2表 情報サービスコーナーにおける入室者等の推移 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度

情報サービス 

コーナー 

入室者数 22,076人 20,774人 20,655人 

問い合わせ件数 14,069件 12,143件 10,559件 

ライブラリー 

（資料室・読書室） 

入室者数 32,641人 32,295人 30,390人 

貸出冊数 9,362冊 10,927冊 10,073冊 

 

 

 

理 事 長（1名） 

副理事長（1名） 

専務理事（1名） 

理  事（5名） 

評議員（7名） 

理 事 会 

評議員会 

監  事（2名）

事務局長兼国際留学生会館館長 
（専務理事兼務） 

総 務 課（8人） 

交流協力課（10人） 

広報情報課（7人） 

留学生課（3人） 

事 務 局 
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イ 広報出版事業 

    「ニック・ニュース（ＮＩＣ ＮＥＷＳ）」、「ナゴヤ・カレンダー（ＮＡＧ

ＯＹＡ ＣＡＬＥＮＤＥＲ）」の発行、事業紹介ＤＶＤの作成、ホームページ

による情報発信及びメールマガジンの配信を行っている。ホームページの年

間アクセス件数等の推移は第3表のとおりである。 

 

    第 3表 ホームページの年間アクセス件数等の推移 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

 件 件 件 

ホームページ年

間アクセス件数 
2,897,900 2,856,315 2,554,462 

メールマガジン

年間配信件数 
26,645 28,762 29,047 

 

ウ 研修事業 

    地域に暮らす外国人への日本語学習支援に携わるボランティアを対象とし

た日本語ボランティア研修やシンポジウム、地域の国際化のための具体的な

方策を探る地域の国際化セミナー等を開催している。 

 

エ 国際交流・国際協力事業 

    地域の学校や団体の依頼に基づき、国際センターの外国人スタッフ・元ボ

ランティア、留学生などを外国人講師として紹介し、講演やワークショップ

を行う「ＮＩＣ地球市民教室」等を実施している。 

 

オ ボランティア制度の運営等 

    ホームステイの受け入れ、情報の収集提供、通訳・翻訳などを行うボラン

ティア制度の運営を行っている。 

 

カ 民間国際交流活動振興事業 

    ＪＩＣＡ中部との共催による国際交流協力協働事業として連続講座を開催
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したほか、講師の紹介・派遣など、民間国際交流活動の支援を行っている。 

 

  キ 外国人市民の暮らしやすいまちづくり事業 

    市民の国際理解及び多文化共生の推進を目的として、外国人住民と日本人

住民との交流イベントや外国人向けの防災啓発イベント、日本語を母国語と

しない子どもを対象とした子ども日本語教室などを開催している。 

 

  ク 施設管理運営業務 

    名古屋国際センターの貸施設（ホール、会議室、和室、展示室、研修室）

の供用及び維持管理などを行っている。施設の利用率等の推移は第4表のと

おりである。 

 

    第 4表 施設の利用率等の推移 

区  分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

利用率 

ホール 25.6 ％ 20.1 ％ 23.4 ％ 

会議室（6室） 68.3 ％ 70.9 ％ 70.5 ％ 

和室 17.9 ％ 16.4 ％ 21.1 ％ 

展示室（3室） 48.4 ％ 46.6 ％ 47.2 ％ 

研修室（3室） 65.1 ％ 67.5 ％ 70.4 ％ 

合 計 56.7 ％ 57.3 ％ 58.6 ％ 

利用料金収入 88,159千円 83,311千円 86,827千円 

（注）利用率（％）＝利用区分数／利用可能区分数×100 

 

 (2) 国際留学生会館事業 

   愛知県内の大学の協力を得て入居者を募集し、留学生に宿泊施設を提供して

いる。 

また、留学生を対象とした日本文化理解講座等の研修事業や住民と留学生と

の交流を深めるため留学生を講師とする外国語講座等の交流事業などを実施し

ている。国際留学生会館の入居者数の推移は第5表のとおりである。 
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   第 5表 国際留学生会館の入居者数の推移 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

国際留学生会館 

入居者数 
154名 146名 152名 

 

２ 決 算 状 況 

  平成24年度及び平成23年度の比較正味財産増減計算書及び比較貸借対照表は、

第6表及び第7表のとおりである。 
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  第 6表 比較正味財産増減計算書 

平成24年度 平成24年4月1日～平成25年3月31日 

平成23年度 平成23年4月1日～平成24年3月31日 

科目 平成24年度 平成23年度
比較 

増△減 

前年度

対比 

 千円 千円 千円 ％

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 1. 経常増減の部  

 (1) 経常収益 

   基本財産運用益 5,188 5,195 △ 7 99.9

   特定資産運用益 2,234 2,254 △ 19 99.1

   受取会費 8,358 8,908 △ 550 93.8

   事業収益 448,871 444,689 4,181 100.9

   受取補助金等 32,884 55,973 △ 23,089 58.7

   受取寄付金 28,501 29,426 △ 924 96.9

   雑収益 1,714 1,569 144 109.2

   特別会計からの繰入額 ― 1,082 △ 1,082 ―

    経常収益計 527,753 549,100 △ 21,347 96.1

 (2) 経常費用 

   事業費 431,717 486,377 △ 54,660 88.8

   管理費 62,713 55,002 7,710 114.0

   一般会計への繰出額 ― 1,082 △ 1,082 ―

    経常費用計 494,430 542,462 △ 48,032 91.1

    評価損益等調整前当期経常増減額 33,323 6,637 26,685 502.0

   特定資産評価損益等 417 1,464 △ 1,046 28.5

    評価損益等計 417 1,464 △ 1,046 28.5

    当期経常増減額 33,740 8,102 25,638 416.4

 2. 経常外増減の部 

 (1) 経常外収益 

    経常外収益計 ― ― ―

 (2) 経常外費用 

    経常外費用計 ― ― ―

    当期経常外増減額 ― ― ―

    当期一般正味財産増減額 33,740 8,102 25,638 416.4

    一般正味財産期首残高 204,912 196,810 8,102 104.1

    一般正味財産期末残高 238,652 204,912 33,740 116.5

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

   基本財産運用益 5,188 5,195 △ 7 99.9

   一般正味財産への振替額 △ 32,989 △ 33,421 431 98.7

    当期指定正味財産増減額 △ 27,801 △ 28,226 424 98.5

    指定正味財産期首残高 1,197,369 1,225,596 △ 28,226 97.7

    指定正味財産期末残高 1,169,568 1,197,369 △ 27,801 97.7

Ⅲ 正味財産期末残高 1,408,221 1,402,282 5,939 100.4
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  第 7表 比較貸借対照表 

平成24年度 平成25年3月31日現在 

平成23年度 平成24年3月31日現在 

科目 平成24年度 平成23年度 比較増△減 
前年度
対比 

 千円 千円 千円 ％
Ⅰ 資産の部 
 1. 流動資産 
    現金預金 159,582 138,914 20,667 114.9
    未収金 163 1,183 △ 1,020 13.8
    前払金 7,065 7,079 △ 14 99.8

   流動資産合計 166,811 147,178 19,633 113.3

 2. 固定資産 
 (1) 基本財産 
    投資有価証券 343,457 344,013 △ 555 99.8
    基本財産預金 1,742 1,187 555 146.8

   基本財産合計 345,200 345,200 ― 100  

 (2) 特定資産 
    退職給付引当資産 106,059 107,860 △ 1,800 98.3
    国際化推進積立資産 109,054 108,656 398 100.4
    修繕費積立（施設）資産 2,659 4,761 △ 2,102 55.9
    修繕費積立（留館）資産 22,757 15,533 7,224 146.5
    建物 824,368 852,169 △ 27,801 96.7

   特定資産合計 1,064,899 1,088,981 △ 24,081 97.8

 (3) その他固定資産 
    什器備品 402 513 △ 111 78.4
    電話加入権 58 58 ― 100  
    敷金 1,374 1,374 ― 100  

   その他固定資産合計 1,835 1,946 △ 111 94.3

   固定資産合計 1,411,935 1,436,127 △ 24,192 98.3

   資産合計 1,578,747 1,583,306 △ 4,559 99.7

Ⅱ 負債の部 
 1. 流動負債 
    未払金 23,547 31,935 △ 8,387 73.7
    前受金 25,823 26,680 △ 856 96.8
    預り金 2,154 2,338 △ 183 92.2
    賞与引当金 11,117 11,975 △ 858 92.8
    未払法人税等 68 71 △ 2 96.5
    未払消費税等 3,218 1,609 1,609 200.0

   流動負債合計 65,931 74,609 △ 8,678 88.4

 2. 固定負債 
    退職給付引当金 104,594 106,414 △ 1,819 98.3

   固定負債合計 104,594 106,414 △ 1,819 98.3

   負債合計 170,525 181,024 △ 10,498 94.2

Ⅲ 正味財産の部 
 1. 指定正味財産 
    寄付金 345,200 345,200 ― 100  
    受贈建物 824,368 852,169 △ 27,801 96.7

  指定正味財産合計 1,169,568 1,197,369 △ 27,801 97.7

  （うち基本財産への充当額） (345,200) (345,200) (―) (100 )
  （うち特定財産への充当額） (824,368) (852,169) (△27,801) (96.7)

 2. 一般正味財産 238,652 204,912 33,740 116.5

  （うち特定資産への充当額） (134,471) (128,951) (5,520) 104.3

   正味財産合計 1,408,221 1,402,282 5,939 100.4

   負債及び正味財産合計 1,578,747 1,583,306 △ 4,559 99.7
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第３ 指 摘 事 項 

 

１ 物品の現物棚卸について注意・検討すべきもの 

  国際センターでは、財務会計規程において、国際センターが所有する物品につ

いては、年度末に現物棚卸を実施することとされているが、実際には現物棚卸が

実施されていなかった。また、指定管理業務を行うために市から貸与されている

備品についても、現物棚卸は実施されていなかった。 

  物品の現物棚卸については、盗難等の防止や使用状況、破損状況の把握を目的

として規定されているものと考えられるため、国際センターにあっては、規定に

基づく現物棚卸を実施するよう注意されたい。 

  また、市からの貸与備品については、具体的管理方法が国際センターに委ねら

れているものの、指定管理者として適正に管理すべきものであるため、所有する

物品に関する管理方法を準用して、棚卸を実施するよう検討されたい。 

 

２ 正味財産増減計算書内訳表の作成について検討すべきもの 

  国際センターでは、平成23年度の公益財団法人化に伴い、公益法人会計基準等

に基づき、公益目的事業会計、収益事業会計及び法人会計に区分し、正味財産増

減計算書内訳表（以下「内訳表」という。）を作成しているが、内訳表を確認した

ところ、賛助会費収入や人件費などの一部の収益・費用項目について、各事業会

計への計上や配賦額の根拠が明確でない事例や実態を反映していないと思われる

事例が確認された。 

  国際センターにあっては、内訳表の作成にあたり、各事業に直接関連付けるこ

とができない項目については、実態を反映した配賦基準等を設けるよう検討され

たい。 

 

３ 手当支給に係る規定について改善すべきもの 

  国際センターが職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当については、勤務

評定の結果を反映して支給額が算出されているが、勤務評定の実施について定め

る要綱では、昇給及び勤勉手当のみが反映の対象とされており、期末手当に反映
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させる旨の規定がなかった。 

  国際センターにあっては、勤務評定の期末手当への反映について、要綱上の規

定と実態を整合させるよう改善されたい。 

 

４ 賞与引当金の計上について注意すべきもの 

  国際センターが職員に対して支給する賞与については、会計上、発生主義に基

づき、賞与引当金を計上しているが、年度末の賞与引当金の見積もりの際に、賞

与支給に関連して発生する法定福利費の事業主負担額や勤務評定結果が反映され

ていなかった。 

  国際センターにあっては、賞与引当金の計上にあたり、決算時に見積もり可能

な事項については、その影響を反映した計算を行うよう注意されたい。 

 

５ 成果指標について検討すべきもの 

  国際センターでは、経営戦略計画（計画期間：平成23年度～平成25年度）に

おいて、施設管理事業にかかる成果指標として、「施設利用料金収入に占める人件

費割合の逓減」（以下「指標」という。）を掲げているが、指標の計算の元となる

人件費の算出にあたって設定している係数の根拠が確認できず、また、内訳表に

おける施設管理事業の人件費とも整合していなかった。 

  国際センターにあっては、成果の合理的な説明が行えるよう、算出方法の根拠

を明確にするとともに、決算書と整合性を有する指標となるよう検討されたい。 

 

 （意 見） 

  国際センターは、名古屋市の公の施設である名古屋国際センターの指定管理者

として、施設の管理運営を行っているが、施設の修繕については、名古屋市との

協定により、大規模修繕は名古屋市が負担し、小規模修繕は国際センターが実施

することとされ、指定管理料のうち一定額が充てられている。 

  一方、国際センターでは、修繕費に充てるため、指定管理料とは別に修繕費積

立資産を積み立てているが、積立金額の計算方法を確認したところ、計上額の根

拠となる修繕の計画が策定されておらず、金額の根拠が不明確であった。 

  国際センターによると、施設の老朽化に伴って予測できない修繕が増え、所定
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の指定管理料だけでは必要な修繕が行えないことから、自主的に積立をおこなっ

ているとのことであった。 

  国際センターは、公の施設の指定管理者として管理運営を行っており、修繕の

実施についても小規模なものに限られていることから、主体的に修繕計画を策定

することはできないが、利用者が安心して施設を利用できるよう、指定管理者と

しての責任の範囲内で計画的に修繕を行う必要があり、その財源についても、修

繕計画等に沿った適切な額を確保することが望ましい。 

  国際センターにあっては、公の施設の指定管理者として、施設の状況を十分に

把握するとともに、中長期的な修繕計画等の策定について名古屋市と協議するな

ど、施設の適切な維持管理に努められたい。 
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（市長室関係分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  今回の監査は、国際センターに対する出資団体監査に併せて、市長室所管の事

務のうち国際センターに対する事務について実施した。 

 

第２ 指 摘 事 項 

 

  特になし 
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監 査 種 別  財政援助団体監査 

 

監 査 対 象  社団法人名古屋市医師会 

       （事務所所在地：東区葵一丁目4番38号 ） 

       （当該団体の事業に関係する健康福祉局の事務を含む） 

 

監 査 期 間  平成２５年 ７月 ５日から 

         平成２６年 １月２１日まで 

 

監 査 結 果 

 

（社団法人名古屋市医師会分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  健康福祉局所管の財政援助団体である社団法人名古屋市医師会（以下「医師会」

という。）について、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、本市からの補助

金に係る出納その他の事務の監査を実施した。 

平成24年度において、本市は医師会に対して、救急医療体制の運営費等に対す

る補助金として9億2,264万円（健康福祉局関係分）を交付している。 

今回の監査は、市の補助金が補助目的に沿って適正に執行されているか、補助

金に係る会計経理が適正に行われているかなどについて、主として平成 24 年度

（平成24年4月1日～平成25年3月31日） の事務について調査した。 

監査の結果、経理事務等において、一部に注意、検討又は改善を要する事例が

見受けられた。今後の事業執行に当たっては、これらの点に留意されたい。 

なお、医師会は、平成25年4月に、「一般社団法人名古屋市医師会」に移行し

ているが、主として平成24年度の事務について調査したため、移行前の名称であ

る「社団法人名古屋市医師会」と表記した。 

 (注)  文中では万円未満の端数を切り捨て、表中では千円未満の端数を切り捨 

て、比率は実数により計算し計数ごとに小数点以下第2 位を四捨五入した。 
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したがって、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

第２ 事業の概要 

 

  医師会は、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、も

って社会福祉を増進することを目的として、昭和35年7月に設立された。 

主な事業内容は、①医道の高揚、②公衆衛生の啓発及び指導、③地域保健及び

地域医療の推進、④医学の振興及び医学教育の充実、⑤医師の生涯研修、⑥医学

及び医療の国際交流、⑦医療制度の向上及び改善、⑧医業経営の改善、⑨災害時

における医療救護、⑩会員の福祉、相互扶助及び親睦、⑪医療関連従事者養成な

どである。 

これらの事業を運営するため、理事会、監事及び事務局が置かれており、職員 

数は 96 人（嘱託員等 5 人を含む。）となっている。機構及び職員 配置状況は、

第1表のとおりである。 

 

  第1表 機構図               （平成25年3月31日 現在） 

 

 

  

＜事務局＞

＜看護専門学校＞

教務（54人）

副校長 事務（8人）

副校長
(理事兼務)

校長

事務局等(96人）

監事(3人)

事務局
次長

参事

情報・会員サービス課（8人）

理事会

事業課（10人）

治験室（3人）

総務課（9人）

事務局長
副会長（3人）

会長

理事（16人） （空席）
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１ 事 業 状 況 

  医師会の主な事業状況は次のとおりである。 

 (1) 健康保持増進・地域医療の整備充実 

  ア 第二次救急医療体制・小児救急ネットワーク７５８事業 

    医師会を窓口として、名古屋市内の病院が二次救急医療体制を構築し、24

時間診療体制の確保・維持を図っている。 

 

  イ 看護師養成事業、見習看護師等の集団雇用事業 

    看護師養成事業において、名古屋市医師会看護専門学校を運営し、看護実

践に必要な基礎的知識、技術、態度を教授し、地域保健医療に貢献しうる専

門職業人を育成している。 

また、見習看護師等の集団雇用事業において、看護師を主体とした医療従

事者確保のために、求人者と求職者の仲介等を行い、医療従事者の確保対策

の充実を図っている。 

 

  ウ 障害者自立支援事業 

    会員に対し障害者自立支援法の教育及び周知を行うほか、主治医紹介制度

の登録調整及び医師意見書内容の向上に係る啓発を行っている。 

 

  エ 予防接種事業、健診事業、名古屋市国民健康保険特定健診・特定保健指導

の推進事業 

 本市からの委託等を受け、協力医療機関において検診等が円滑に行えるよ

う周知や連絡調整、関連事務等を行っている。 

 

  オ 災害時医療救護体制確保事業 

    本市との協定書に基づき、自然災害や人為災害により人的被害が生じた場

合に、迅速且つ的確にり災者の医療支援が行える体制を確保・維持している。 

    

  カ その他、市民の健康保持、増進を図るため、市民の健康増進事業、感染症

対策事業、環境保全事業などを行っている。 
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また、地域医療の整備充実を図るため、介護保険体制整備・充実事業、地

域医療体制の充実に関する事業、地域医療活動充実に関する事業などを実施

している。 

 

(2) 第一次救急医療体制の運営事業 

 休日急病診療所等の運営事業において、名古屋市医師会急病センターや各

区休日急病診療所、平日夜間急病センターを運営し、夜間及び休日等における

急病患者の診療を行っている。名古屋市医師会急病センター等の受診者数の推

移は第2表のとおりである。 

    

第 2表 名古屋市医師会急病センター等の受診者数の推移 

平成22年度  平成23年度  平成24年度  

59,123名 63,867名 68,289名 

    

また、救急医療体制の啓発・充実及び救急蘇生術の普及事業を実施している。 

 

(3) 相互扶助及びその他の事業 

  ア 医師会館建替え事業 

    名古屋市医師会館及び急病センターの建替えを行った。 

 

  イ その他、労働保険事務組合事業、会員福祉に関する事業、会員扶助・親睦

事業などを実施している。 

 

２ 決 算 状 況 

  平成24年度及び平成23年度の比較正味財産増減計算書は、第3表のとおりで

ある。 
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  第 3表 比較正味財産増減計算書  

平成24年度 平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成23年度 平成23年4月1日～平成24年3月31日

科目 平成24年度 平成23年度 比較増△減 
前年度

対比 

  千円 千円 千円 ％

Ⅰ 一般正味財産増減の部         

 1. 経常増減の部         

 (1)経常収益         

  ①特定資産運用益 1,579 14,403 △ 12,824 11.0

  ②受取入会金 82,108 86,038 △ 3,930 95.4

  ③受取会費 223,575 220,301 3,274 101.5

  ④事業収益 1,315,096 1,297,581 17,515 101.3

  ⑤受取補助金等 887,944 788,562 99,382 112.6

  ⑥受取負担金 362 76 286 472.9

  ⑦雑収益 64,888 64,791 96 100.1

経常収益計 2,575,555 2,471,754 103,800 104.2

 (2)経常費用         

  ①事業費 2,402,376 2,129,938 272,438 112.8

  ②管理費 107,563 108,579 △ 1,015 99.1

経常費用計 2,509,940 2,238,518 271,422 112.1

     当期経常増減額 65,614 233,236 △ 167,621 28.1

 2. 経常外増減の部         

 (1)経常外収益       

  ①固定資産受贈益 1,349 773,782 △ 772,433 0.2

    経常外収益計 1,349 773,782 △ 772,433 0.2

 (2)経常外費用 

  ①固定資産除却損 20,142 17,679 2,462 113.9

  ②仮診療所建築費 8,387 ― 8,387 ―

    経常外費用計 28,529 17,679 10,849 161.4

      当期経常外増減額 △ 27,179 756,102 △ 783,282 ―

      当期一般正味財産増減額 38,434 989,339 △ 950,904 3.9

      一般正味財産期首残高 2,911,033 1,921,694 989,339 151.5

      一般正味財産期末残高 2,949,468 2,911,033 38,434 101.3

Ⅱ 指定正味財産増減の部         

  ①受取補助金等 186,779 742,787 △ 556,007 25.1

  ②受取負担金 26,327 7,728 18,598 340.6

  ③一般正味財産への振替額 △ 70,610 △ 53,082 △ 17,527 133.0

      当期指定正味財産増減額 142,496 697,433 △ 554,936 20.4

       指定正味財産期首残高 1,653,577 956,143 697,433 172.9

       指定正味財産期末残高 1,796,074 1,653,577 142,496 108.6

Ⅲ 正味財産期末残高 4,745,542 4,564,610 180,931 104.0

 

95



 

第３ 補助金の交付 

 

  平成24年度において、本市は医師会に対し、第4表のとおり補助金9億2,264

万円（健康福祉局関係分）を交付している。 

 

  第 4表 補助金交付実績 

補助対象事業 補助対象経費 
事業費 

総 額 

補助金

交付額

  千円 千円

救急医療体制助成 

（一次体制・市域体制）

休日等急病診療所等の運営に

係る経費 
835,893 203,104

救急医療体制助成 

（二次体制・市域体制）

病院群輪番制病院等の運営に

係る経費 
281,665 280,798

救急医療体制助成 

（小児救急ﾈｯﾄﾜｰｸ 758）

小児救急ﾈｯﾄﾜｰｸ 758 の運営に

係る経費 
145,217 145,217

救急医療体制助成 

（災害医療救護体制） 

災害時に派遣する医療救護班

について、各区で実施する災

害救助訓練等に係る経費 

2,973 576

市医師会休日急病診療

所施設・設備補助 

名古屋市医師会休日急病診療

所・夜間深夜急病センターの

建替えに係る経費 

437,228 193,169

中川区休日急病診療

所・西部平日夜間急病セ

ンター改築補助 

中川区休日急病診療所・西部

平日夜間急病センターの改築

に係る経費 

179,265 82,416

市医師会看護専門学校

運営補助 

看護師等養成施設の運営に係

る経費 
610,861

14,959

市医師会看護専門学校

実習体制補助 

看護師等養成施設の実習体制

確保に係る経費 
777

看護学生充足対策事業

補助 

看護学生の求人活動に係る経

費 
26,161 486

障害者自立支援主治医

紹介制度等事業補助 

医師紹介制度登録調整事務及

び医師意見書内容向上事業に

係る経費 

1,086 1,086

結核健康診断補助 学校又は施設の長が行った定

期結核健康診断に要した経費 
102 53

合         計 2,520,456 922,646

（注） その他、子ども青少年局から45万円、環境局から387万円それぞれ補助金

を交付している。 
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第４ 指 摘 事 項 

 

１ 未収入金の会計処理について改善すべきもの 

  医師会では、急病センター及び各区休日急病診療所における診療に係る患者負

担金について、実際に入金された時点で収入計上を行っている。その為、患者負

担金のうち未収入分について決算に反映していなかった。また、回収不能となっ

た未収入金に係る処理方法については、当該患者に督促は行っているものの、規

定等がなかった。 

  医師会にあっては、患者負担金について発生した時点で収入計上すると共に、

各区休日急病診療所を含む全体の未収入金残高を把握するよう改善されたい。ま

た、未収入金の回収及び回収不能に係るルールを定めるよう改善されたい。 

 

２ 財産の管理事務に関するもの 

 (1) 固定資産の除却について検討すべきもの 

   医師会では、固定資産の廃棄や売却等の処分に係る手続を定めたものが無く、

固定資産の廃棄処分にあたっては担当者の判断により廃棄処分が行われていた。 

医師会にあっては、固定資産の廃棄や売却等の処分に係る適正な決裁ルール

を設けるよう検討されたい。 

 (2) 固定資産の管理について注意すべきもの 

   医師会では、固定資産を取得した際には、規程により固定資産台帳に登録す

ると共に、慣例として資産識別シールを貼付している。休日急病診療所整備費

（設備）補助金を財源として取得した固定資産を確認したところ、資産識別シ

ールを貼っていないものが確認された。 

   医師会にあっては、固定資産管理の具体的な管理方法についてマニュアルを

作成し、担当者に徹底するよう注意されたい。 

 

３ 補助金関係書類について注意すべきもの 

 (1) 補助金の実績報告を旧様式で行っていたもの 

 (2) 補助事業等に係る書類について期限までの保存を行っていなかったもの 
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 （意 見） 

医師会は、休日急病診療所等の運営事業や医師会館建替え事業などの補助金の

交付を受けており、補助金に係る適正かつ効率的な執行が求められている。 

今回の監査において、急病センター及び各区休日急病診療所における業務の執

行状況を確認したところ、医薬品等の購買契約を診療拠点ごとに業者選定及び価

格交渉を行っているほか、各診療拠点において導入されている診療報酬請求の算

定等を行うシステムが統一されていないことなど、効率的ではないと思われる事

例が確認された。 

また、補助対象事業の執行状況を含む出納事務について確認したところ、振込

みによる支払手続や急病センターにおける現金管理について、会計処理規程にの

っとった預金及び現在有高の照合は行っているものの、処理誤りや横領等の不正

を適時発見できる体制になっていないものも確認された。 

今後の運用に当たっては、処理誤り等の早期発見が可能な仕組みや、補助金の

より効率的な執行に留意されたい。   
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（健康福祉局関係分） 

 

第１ 監査結果の概要 

 

  今回の監査は、医師会に対する財政援助団体監査に併せて、健康福祉局所管の

事務のうち医師会に対する事務について実施した。 

 

第２ 指 摘 事 項 

 

１ 補助金関係書類について注意すべきもの 

 (1) 補助金に係る実績報告が旧様式で報告されているにもかかわらず確認してい

なかったもの                       （保健医療課） 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 2項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

 

  平成26年 2月20日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し     

 

 1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ゲンキー玉川店 

  名古屋市中川区玉川町 1丁目 1番地 2 外 2筆 

 

 2 変更しようとする事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 
開店時刻 閉店時刻 

変更前 変更後 変更前 変更後 

ゲンキー㈱ 午前10時00

分（年間30

日は午前 9

時00分） 

午前 9時00

分 

午後 9時00

分 

変更なし 

 

3  変更の日  

平成26年 2月 1日 

 

4 変更しようとする理由 

    地域へのサービスを向上していくため 

 

 5 届出の日 

平成26年 1月24日 
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 6 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市市民経済局産業部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

  中川区役所情報コーナー、熱田区役所情報コーナー及び港区役所情報コー

ナー 

 

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

  平成26年 2月20日から平成26年 6月20日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

  午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

9 意見書の提出期限及び提出先 

平成26年 6月20日  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 

 

名古屋市市民経済局産業部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

 

  平成26年 2月20日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ゲンキー富船店 

  名古屋市中川区富船町 3丁目 1番地の 1及び 1番地の 2 

 

 2 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の所在地 

変更前 変更後 

名古屋市中川区富船町 3丁目 1― 
1、 1― 2  

名古屋市中川区富船町 3丁目 1番 
地の 1及び、 1番地の 2 

(2) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 
変更前 変更後 

名  称 代表者の
氏  名 住  所 名  称 代表者の 

氏  名 住  所 
三菱ＵＦＪ
信託銀行㈱

代表取締役
岡内 欣也

東京都千代
田区丸の内
一丁目 4番
5号 

変更なし 代表取締役 
若林 辰雄 

変更なし

 

3 変更の日 

(1) 大規模小売店舗の所在地については、平成26年 1月24日 

(2) 設置者については、平成25年 6月26日 

 

 4 変更した理由 
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(1) 大規模小売店舗の所在地については、誤記修正のため 

(2) 設置者については、代表者変更のため 

 

 5 届出の日 

  平成26年 1月24日 

 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市市民経済局産業部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    平成26年 2月20日から平成26年 6月20日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  平成26年 6月20日  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 

 

                  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 2項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

 

  平成26年 2月20日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し     

 

 1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ゲンキー富船店 

  名古屋市中川区富船町 3丁目 1番地の 1及び 1番地の 2 

 

 2 変更しようとする事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 
開店時刻 閉店時刻 

変更前 変更後 変更前 変更後 

ゲンキー㈱ 午前10時00

分（年間30

日は午前 9

時00分） 

午前 9時00

分 

午後 9時00

分 

変更なし 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

変更前 変更後 

午前 9時30分から午後 9時30分まで

（年間30日は午前 8時30分から午後

 9時30分まで） 

午前 8時30分から午後 9時30分まで

 

3  変更の日  

平成26年 2月 1日 

 

4 変更しようとする理由 

    地域へのサービスを向上していくため 
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 5 届出の日 

平成26年 1月24日 

 

 6 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市市民経済局産業部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

  中川区役所情報コーナー 

 

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

  平成26年 2月20日から平成26年 6月20日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

  午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

9 意見書の提出期限及び提出先 

平成26年 6月20日  名古屋市市民経済局産業部地域商業課 

 

名古屋市市民経済局産業部地域商業課 
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